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明 石 市 環 境 方 針 

 
 

明石市は、地球環境と調和した人と自然との共生を確保し、循環を基調とする持続

可能な社会の実現のため、次に掲げる方針にもとづいて環境の取り組みに率先して行

動します。 

 

１ 市民、NPO、事業者とのパートナーシップにより、明石市環境基本計画に基づく

環境施策を推進します。 

２ 環境マネジメントシステムの推進により、行政経営の改善を目指します。 

３ 環境目的及び環境目標を定め、定期的な見直しを行いながら、汚染の予防に努め、

環境マネジメントシステムを継続的に改善します。 

４ 省エネルギー・省資源、グリーン購入などエコオフィス活動に取り組みます。 

５ 公共事業については、積極的に環境に配慮します。 

６ 事務事業の推進や施設管理にあたっては、環境関連法令等を遵守します。 

７ 市職員は、環境方針を理解し、環境への認識を深め、環境保全活動を継続的に進

めます。 

８ 環境方針及び環境マネジメントシステムに基づく活動結果を広く公表します。 
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 Ⅰ．市勢の概要 

Ⅰ 市 勢 の 概 要 

 
１. 市域の概要 

本市は、兵庫県の瀬戸内海側のほぼ中央に位置し、東と北は神戸市に、西は播磨町、稲美町、加

古川市に接し、南は明石海峡をへだてて淡路島と相対しています。また、市の東部を東経 135 度子

午線が通っており、「日本標準時のまち」としても知られています。 

市域の面積は 49.24 ㎞２で、ゆるやかな丘陵を背にして東西約 16 ㎞の海岸線に沿った帯状の市域

を形成しています。内陸部への広がりは比較的少なく、南北の最長距離は 9.4 ㎞です。 

地形的には、市域の大部分が平坦で起伏が少なく、最も高い地点は大久保町松陰の 94.6m です。 

 

 

 

松江海岸  
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こうした地形のため、市内を流れる河川もほとんどが小規模河川です。このうち最も大きなもの

が明石川で、その東方に朝霧川、西方に谷八木川、赤根川、瀬戸川等の小河川が市域を南北に流れ、

明石海峡から播磨灘にそそいでいます。 

気候は、瀬戸内海に面しているため気温の年較差が少なく温暖です。 

また、本市は東西に山陽新幹線をはじめＪＲ、山陽電気鉄道、国道 2号、明姫幹線等の鉄道・道

路軸が整備されており、交通の利便の良さからベットタウン化が進む一方で、平成 10(1998)年春開

通の明石海峡大橋により、淡路、四国方面とのアクセスが大きく向上したことに伴い、その交流拠

点としての新たなまちづくりが推進されています。 
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Ⅰ．市勢の概要 

２. 人口及び世帯数 

                              （平成 18 年 4 月 1日現在） 

人   口 世  帯  数 

総   数 男 女  １世帯平均人員 

人 人 人 世帯 人

２９０，６７４ １４１，４８１ １４９，１９３ １１２，１６０ ２．６

※平成 17 年国勢調査人口による推計より 

 

 

平成 17 年中（1～12 月）の人口増加数は、△218 人でした。 

内訳は自然増加数（出生数－死亡数）400 人、社会増加数（転入－転出）△618 人です。

人口動態の推移
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人口動態の推移をみると昭和 58、59 年には転出数が転入数を上回り社会減となっていますが、自

然増が社会減を上回り総人口は増加していました。ところが昭和 60、61 年は社会減が 2,000 人余り

となったため自然増でカバーしきれず、2年連続して総人口は減少しました。しかし、昭和 62 年には

転出数の減少により社会減が縮小したため再び自然増が社会減を上回り、総人口は増加となりました。 

昭和 63 年以降平成 10 年までは転入超過が続きましたが、平成 11 年からは 7 年連続で転出超過と

なりました。また、平成 17 年中においては人口が 2 年ぶりに減少しており、自然増加数は 5 年連続

して減少しました。 
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                                     Ⅲ．計 画 等 

Ⅲ 計 画 等 

 

１．概   要 
平成 12(2000)年 2 月に「明石市環境基本計画」を策定しましたが、この環境基本計画を先行的

に取り組む施策（リーディング・プロジェクト）として、環境マネジメントシステムの導入及び

エコオフィスの推進等を取り上げています。 

そこで、平成 13(2001)年 3 月 14 日に県下の市町の中では 3 番目に環境マネジメントシステム

の国際規格であるＩＳＯ１４００１を認証取得しました。 

そして、地球温暖化対策を推進するため、明石市の全ての事務事業から排出される温室効果ガ

ス排出量の削減を目指した「明石市地球温暖化対策実行計画」を平成 13(2001)年 3 月に策定しま

した。これからは、省エネ・省資源、廃棄物の削減・リサイクルの推進など地球温暖化をはじめ

とする地球環境問題への取り組みが急務であり、そのためには、行政、市民、事業者のパートナ

ーシップによる取り組みを展開していく必要があるといえます。 

また、「明石市一般廃棄物処理基本計画」については、環境審議会に諮問し、市民意見の募集を

経たごみ編に、最新の実績データを追加した生活排水編を加えて、平成15(2003)年2月に新たな計

画として策定されました。ごみ編では、「環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち・あかし」

を構築するため、ごみの発生抑制から最終処分まで含めたごみ処理の基本方針を定めており、こ

れに基づいてごみ減量化を推進する施策を盛り込んだ長期的かつ総合的な計画になっています。 

なお、上記の「明石市環境基本計画」、「明石市地球温暖化対策実行計画」、「明石市一般廃棄物

処理基本計画」については、環境政策課のホームページ「 ECOIST」（ URL：
http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/kankyou_s_ka/ecoist/index.html）からＰＤＦファイ
ルをダウンロードすることができます。（その他環境基本条例等もダウンロードできます。） 

 

 

２．明石市環境基本計画 

～海峡交流都市・明石のエコ・ゆほびか創造プラン～ 

環境基本計画は、環境基本条例に掲げられた基本理念に基づいて、明石市というまちの特性を

考えた中で、本市の環境の保全と創造の実現に向けた取り組みを示したもので、平成 12(2000)年

2 月に策定しました。 

なお、環境基本計画は、平成 18(2006)年度中に市民参画により中間見直しを行います。 

１ 環境基本計画の基本理念 

① みんなで考え、行動する 

市民、事業者及び行政が、それぞれの役割を果たしながら、環境問題の解決に向け取り組

むとともに、三者の相互の協働の取り組みが重要です。 

その意味から、市民自らが明石市の環境を保全・創造していくための取り組みに主体的に

参加・参画し、事業者、行政とともに考え、積極的に行動することが必要であると考えます。 
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② 環境に適合した生活と文化を将来世代まで伝える 

自然環境と歴史、文化に囲まれた豊かな生活環境との共生を実現し、限りある地球の環境

を人間や他の生きものの将来世代まで継承していくことは、そのような環境を将来世代から

「借りている」私たちの責務といえます。 

このような責務を自覚し、明石市及び地球の環境に適合した生活と文化を育み、将来世代

にまで伝えていくことが重要です。 

③ 「明石らしさ」を創造し、生かす 

温暖な気候と瀬戸内海に面した明石市は、「ゆほびか」なるところであると同時に「交流」

の要衝といった地勢的良さを特徴としてあわせもっています。このような特徴を環境への取

り組みに生かしていくことは、市民の明石市の環境に対する愛着や親しみを育み、身近な環

境問題への関心を高めていく上で必要であると考えます。 

さらに、21 世紀の明石において「めざすべき環境像」を三者の自主的な活動の積み重ねと

協働によってつくっていくことが必要です。 

それは新しい「明石らしさ」の創造にもつながっていきます。 

２ 環境基本計画書の内容 

① 明石市の環境の現況・計画の基本的な考え方 

② 明石市のめざすべき環境像 

(a) 環境に関する知識・情報を市民みんなで分かち、積極的な環境行動につなげていくまち 

 ～市民の高い環境意識・行動～ 

(b) 環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち 

 ～循環型社会の転換～ 

(c) 多様な自然環境等を保全・回復し、ゆとりとうるおい 

 

 

  のある生活環境を創造するまち 

 ～豊かな自然環境の保全・創造～ 

③ 施策内容 

④ 各主体が実践すべき環境行動 

⑤ 環境情報の提供 

⑥ 計画の推進に向けて 

⑦ 環境行動指針 

３ 環境基本計画に基づく施策の実施状況 

環境基本計画に基づく施策の実施状況については、 

詳細な情報を掲載した「年次報告書」（ＣＤ－ＲＯＭ 

版、Ｗｅｂ版：環境政策課のホームページのＰＤＦファイル）と分かりやすさを重視した概要

版である「環境レポート」（印刷物、Ｗｅｂ版）によって公表しています。 
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３．ＩＳＯ１４００１の認証取得 

１ ＩＳＯ１４００１とは 

ＩＳＯ（本部スイスのジュネーブ）は、国際標準化機構の略称で、さまざまな分野における

世界共通の規格・基準を制定する国際機関です。 

ＩＳＯ１４００１とは、ＩＳＯが定めた環境マネジメントシステムの国際規格のことです。 

環境マネジメントシステムとは、業務が環境に与える影響を継続的に改善していくための仕

組みのことを言います。その仕組みとは、環境を改善するための目標を定め、それを達成する

ための計画を作って実行し、達成状況や取り組みの内容を点検するとともに、不適切な点につ

いては見直すということを継続的に行うというものです。 

２ ＩＳＯ１４００１の認証取得について 
明石市が構築した環境マネジメントシステムが、ＩＳＯ１４００１が要求する規格に適合し

ているか否かを、第三者（審査登録機関）が審査を行い、適合していれば認定機関に登録する

とともに登録証を発行し、公表することで認証の取得となります。さらに、登録した 1年後・2

年後にサーベイランス（システムの実施状況の監視及び検証）、3年後には更新審査が必要とな

り、一度取得したら終わってしまうものではありません。 

明石市では、平成 13(2001)年 3 月 14 日に県下の市町では 3 番目にＩＳＯ１４００１の認証

登録を取得しました。また、平成 16(2004)年 2 月に更新審査を受審し、認証登録（平成 19(2007)

年 3 月 13 日）を更新しました。 

３ 認証取得の範囲 

認証取得の適用範囲は、本庁舎、3市民センター、保

健センター、明石クリーンセンター（管理棟・焼却棟）、

中崎分署棟（中崎分署を除く）、環境第１課（事務棟）、

環境第２課、消防庁舎、大久保駅前区画整理事務所です。 

 

 

 

 

 

 

４．明石市地球温暖化対策実行計画 
明石市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に

に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画

画）を策定しました。 

平成 17(2005)年度における市の事務及び事業に関する温室効

年度と比較して 3％削減（京都議定書で定められた 1990 年度比

標を掲げていますが、目標達成は困難な状況であり、平成 18(20

います。詳しくは、末尾「Ⅷ資料」をご覧下さい。
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５．明石市一般廃棄物処理基本計画 
明石市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6条に基づく一般廃棄物処理計画として、

「明石市一般廃棄物処理基本計画」と「明石市一般廃棄物処理実施計画」を策定しています。 

生活排水編については、平成 10 年度に策定されていましたが、最新の実績データを追加し、ごみ

編については、平成 14 年 2 月に環境審議会に諮問し、同年 11 月に答申を受けて素案を公表した後、

市民意見の募集を経て、平成 15 年 2 月に新たな一般廃棄物処理基本計画を策定しました。 

ごみ編では、「環境負荷が小さく持続可能なまち・あかし」を構築するため、最終目標年度を平成

27(2015)年度とし、その中間目標年度である平成 17(2005)年度と平成 22(2010)年度において、ごみ

発生量、リサイクル率、焼却量、最終処分量それぞれの指標を持ち、推進していくことにしていま

す。ごみ編（概要）については、末尾「Ⅷ資料」をご覧下さい。なお、平成 18(2006)年度において、

同基本計画の見直しを行います。 
 

減量化目標値の設定 

 
平成１２年度 

（ 実 績 ） 

平成１７年度 

（第 1次目標）

平成２２年度 

（第 2次目標） 

平成２７年度 

（ 目  標 ） 

ごみ発生量 （指 数） 156 千ｔ（100） 150 千ｔ（96） 148 千ｔ（95） 147 千ｔ（94）

家庭系ごみ 90 千ｔ 85 千ｔ 84 千ｔ 83 千ｔ 
 

事業系ごみ 66 千ｔ 65 千ｔ 64 千ｔ 64 千ｔ 

リサイクル量 13 千ｔ 30 千ｔ 35 千ｔ 35 千ｔ 

リサイクル率 8.2％ 20％ 24％ 24％ 

焼  却  量 （指 数） 129 千ｔ（100） 123 千ｔ（95） 110 千ｔ（85） 110 千ｔ（85）

最終処分量 （指 数） 36 千ｔ（100） 23 千ｔ（65） 18 千ｔ（50） 18 千ｔ（50）

 

減量化目標の推移 

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

区 分 

重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数 重量（ｔ） 指数

ごみ発生量 155,540 100 157,546 101 146,230 94 149,677 96 149,839 96 144,886※1 93 

焼却量 128,880 100 133,367 103 125,513 97 127,082 99 125,050 97 115,100 89 

最終処分量 35,758 100 35,583 100 23,947 67 22,804 64 21,778 61 18,163 51 

ﾘｻｲｸﾙ量 12,678 100 12,834 101 15,506 122 19,549 154 21,807 172 27,971※2 221

ﾘｻｲｸﾙ率 (8.2%) (8.1%) (10.6%) (13.1%) (14.6%) (19.3%) 

※ 1、2 事業系廃棄物のリサイクル量が未確定であるため推計値です。 
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（参考）ごみ発生量等の概念 
  
 

 

①発生抑制 

 

 

 

 

 

②排出抑制 

 

③排出後 

資源化 

 

焼却減量 

 

 

 

 

 

 

 ごみ発生量 

  

 

 

ごみ排出量 

（計画収集量＋ 

 直接搬入量） 

 焼却、破砕、 

選別 

（ごみ処理量） 

 

④最終処分量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 発生抑制とは、消費や生産過程におけるごみの発生抑制で、ごみにならない商品の開発、販売、

ごみにならないものを買う消費行動など、ごみそのものを削減することをいう。 

② 排出抑制とは、集団回収、店頭回収、拠点回収、コンポスト処理、分別収集など、ごみとして排

出する前の減量化をいう。 

③ 排出後資源化とは、粗大ごみなどの破砕後金属回収、資源ごみからの選別など、ごみ収集後の資

源化をいう。 

④ 最終処分量とは、焼却灰、直接埋立など埋立処分を行った量をいう。 

 

 ごみ排出量とは、市が集めて処理するごみの量及び市民・事業者などによって直接、市の処理施設

へ持ち込まれるごみの量です。（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ総搬入量） 

 

リサイクル量・・ 市民・事業者による排出抑制量（②）（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰにごみとして搬入される

前に再資源化等された量）と排出後資源化量（③）（＝明石ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰにごみとして

搬入された後に再資源化された量）を合計した量です。 

リサイクル率・・ リサイクル量をごみ発生量で除した割合です。 
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６．平成 18 年度明石市一般廃棄物処理実施計画（Ｈ18.4.1 現在） 

 

１ 計画の基本方針 

本年度は、ごみについては、紙類・布類の分別収集や粗大ごみの戸別収集制度の安定化をより

一層、目指します。また、減量化や再資源化を促進するために、教育委員会や学校と連携し、環

境学習の推進を行うとともに、ごみ減量推進員・協力員や市民の活動の支援を行うなどパートナ

ーシップのしくみづくりに取り組みます。さらに、第 3次最終処分場について、平成 19 年度の供

用開始に向けて建設工事を進めます。一方、し尿及び生活雑排水についても適正に処理すること

により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。 

なお、本年度は、実施計画の基本となる明石市一般廃棄物処理基本計画について、実情に応じ

た見直しを図ります。 

 

＜ごみ及び資源物編＞ 

２ ごみ及び資源物の排出計画 

(1) ごみの収集（排出）計画 

区 分     ご み の 種 類        収集（排出）量（ｔ）  

 燃やせるごみ            ３５,６００    

 燃やせないごみ     ２,０６０ 

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）     ２,０００    

 粗大ごみ                 ４３０    

直

営        計           ４０,０９０    

 燃やせるごみ    ２５,６８０    

 燃やせないごみ     １,８２０   

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）     １,４００    

委 
 

託 

       計           ２８,９００    

 プラスチック製容器包装        ３０ 

家

庭

系 

計    ６９,０２０ 

 燃やせるごみ            ４０,５００    

 燃やせないごみ            １,０６０    

 資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）        ６０ 

事
業
系 

許 
 

可 

       計           ４１,６２０   

 燃やせるごみ             ４,１６０    

 燃やせないごみ            ２,０３０    

直
接
搬
入        計             ６,１９０  

動 物 の 死 体     ２,６００体 

合           計   １１６,８３０    
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(2) 資源物の排出計画 

   紙類・布類(新聞紙・ちらし、雑誌、段ボール、紙パック、古布の５品目)の年間収集（排

出）量は、４，０００ｔとする。 

 

３ ごみの処理主体 

 (1) 収集運搬 

  ア 家庭系ごみ 

   (ｱ) 燃やせるごみ     直営及び委託とする。委託業者は、阪神連合清掃㈱、㈲毎日清 

燃やせないごみ    掃及び㈲東播清掃の３業者とする。      

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル） 

(ｲ) 紙類・布類（資源物） 委託とする。 

   (ｳ) 粗大ごみ       直営とする。戸別有料収集とする。（家電 4品目等除く。） 

   (ｴ) 一時多量ごみ     排出者（直接搬入）又は許可業者とする。 

  イ 事業系ごみ     排出者（直接搬入）又は許可業者とする。 

許可業者は、木村工業㈱、魚住産業㈱、㈲明和興業、㈲明宝商会、

㈲明石清掃、㈲西神清掃、㈲明進清掃、田路興産㈲、㈲住野商店、三

和美研㈲、金澤産業㈱、杉野興業及び㈱猪名川動物霊園（感染性のな

い実験動物の死体及び糞並びにマットに限る。）の 13 業者とする。明

石クリーンセンターに直接搬入する業者は、市内に営業所を有するこ

ととする。 

  ウ 動物の死体     委託とする。 

(2) 中間処理       ごみの焼却及び破砕選別の中間処理は、それぞれごみ焼却施設及び

破砕選別施設において直営及び委託で実施する。動物の死体について

は、市外の焼却施設において委託で実施する。 

(3) 最終処分       不燃物の一部、破砕選別後の残さ及び焼却灰の処分は、本市最終処

分場において直営で実施する。 

なお、一部の焼却灰の処分は、大阪湾広域臨海環境整備センター神

戸沖埋立処分場（フェニックス計画）において委託により実施する。 

(4) 搬入チェック     ごみの適正処理の観点から、中間処理、最終処分場に搬入されるご

みについて搬入チェックを行う。 

 

４ ごみ処理実施計画 

(1) 排出抑制・再資源化計画 

ア 分別排出の徹底    出前講座、施設見学等において、ごみの出し方のマナーを指導する

とともに、資源ごみ（かん、びん、ペットボトル）及び紙類・布類

の分別排出の徹底を図る。 

イ 紙類・布類の資源化  資源化可能な紙類・布類の分別収集を継続実施し、リサイクル率
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の向上を図る。 

収集予定量 4,000ｔ 

  ウ 集団回収の推進    各地域の子ども会、自治会等の実施する集団回収活動を積極的に支

援する。 

    (ｱ) 助成金交付     回収した資源物 1㎏につき 5円を活動団体へ助成する。 

                回収予定量 11,000ｔ 

    (ｲ) 協力金交付     回収した古紙 1㎏につき 2円以内を回収業者へ交付する。 

                回収予定量 10,300ｔ 

    (ｳ) 活動用具交付    集団回収に必要な活動用具（消耗品等）を活動団体へ交付する。 

   (ｴ) びん・かん回収助成 カレットびん・スチール缶の回収業者に 1㎏につき 15 円以内の 

助成を行う。 

                回収予定量 カレットびん 100ｔ スチール缶 30ｔ 

  エ 生ごみ処理機等の   コンポスト容器、ボカシあえ容器及び機械式等の処理機の購入助成 

普及        をする。 

                 １基につき価格の 1/2 上限 20,000 円  予定基数   １３５基 

  オ リサイクル率の向上  リサイクル率(リサイクル量÷ごみ発生量)２１．０％を目指す。 

※ ごみ発生量＝排出抑制量＋ごみ排出量 

※ ごみ排出量＝排出段階の資源化量＋ごみ処理量 

※ リサイクル量＝排出抑制量＋排出段階の資源化量 

カ ごみ減量推進員制度  ごみ減量推進員及びごみ減量推進協力員と協働し、ごみの減量

化・資源化の促進などについて、地域との連携を保ちつつ推進する。 

キ 広報・啓発活動    学習副読本、ガイドブック、マニュアル、資料等の作成、配布や

講座、イベント等の開催を行うとともに、リサイクルプラザの充実

や双方向性を重視したホームページ運営を行う。 

  ク プラ製容器包装廃棄物（モデル地区）の収集 大蔵谷清水自治会においてプラスチック製

容器包装分別収集モデル事業を継続する。 

  ケ パソコンの再資源化  家庭で不要になったパソコンについて、リサイクルルートのある

ものについては、市での収集及び明石クリーンセンターへの直接搬

入は行わない。 

  コ 事業所ごみ減量化   大規模事業所（床面積 1,000 ㎡超の量販店、あるいは 3,000 ㎡以

上の事業用建築物所有者）に対して行っている減量化計画書の提出、

一般廃棄物管理責任者の選任等の指導業務を拡大し、大規模事業所

以外の排出事業者に対しても減量化・適正排出指導を実施する。 
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(2) 収集運搬計画 

  ア 収集人口       ２９２，０００人 

  イ 収集区域       市内全域 

  (ｱ) 直営収集区域     委託収集以外の区域 

  (ｲ) 委託収集区域 

 

ａ 阪神連合清掃㈱ 

町                    名 
 
松が丘１～５丁目、大蔵谷字狩口、荷山町、太寺１～４丁目、太寺大野町、太寺天王町、大
蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵八幡町、大蔵天神町、上ノ丸１～３丁目、山下町、天文町
１～２丁目、人丸町、東人丸町(一部)、東仲ノ町、桜町、大明石町１～２丁目（ＪＲ以南）、
樽屋町、材木町、港町、日富美町、岬町、大観町、相生町１～２丁目、鍛冶屋町、中崎１～
２丁目、本町１～２丁目 
 

 

  ｂ ㈲毎日清掃 

町                    名 

 
松が丘５丁目（一部）、大蔵谷字(狩口を除く)、大蔵谷奥、松が丘北町、朝霧台、朝霧山手町、
朝霧北町、東山町、朝霧町１～３丁目、北朝霧丘１～２丁目、東朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧
丘、東野町、東人丸町（一部）、鷹匠町、茶園場町、大明石町１～２丁目（ＪＲ以北）、船上
町（一部）、和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、新明町、林崎町１～３丁目、南貴崎町、
林１～３丁目、松江(一部）、和坂（ｱﾒﾆﾃｨｺｰﾄ）、旭が丘、鳥羽（一部）、野々上１～３丁目 
 

 

  ｃ ㈲東播清掃 

町                    名 

 
大道町１～２丁目、和坂、松の内１～２丁目、花園町、鳥羽（一部）、沢野１～２丁目、明南
町１～３丁目、小久保１～２丁目、小久保、西明石北町１～３丁目、北王子町、王子１～２
丁目、西新町１～３丁目、硯町１～３丁目、田町１～２丁目、船上町、立石１～２丁目、和
坂稲荷町、宮の上、南王子町、野々上３丁目（一部）、藤江（一部）、大久保町森田（一部）、
大久保町松陰（一部）、大久保町大久保町（一部） 
 

 

(ｳ) 許可収集区域     市内全域 
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ウ 収集回数、方法 

  収 集 区 分   回   数  収 集 方 法  

燃 や せ る ご み 週 ２ 回 ステーション方式 

燃 や せ な い ご み 月 ２ 回 ステーション方式 

紙類・布類（新聞紙・ちらし、雑誌、段ボール、

紙パック、古布)   
月 １ 回 ステーション方式 

資 源 ご み（かん、びん、ペットボトル） 月２～３回 ステーション方式 

粗 大 ご み 
随   時 

(日曜日を除く) 
戸 別 収 集 

動物の死体 
随   時 

(日曜日を除く) 
戸 別 収 集 

燃 や せ る ご み 

燃 や せ な い ご み 
事業系ごみ 

資 源 ご み 

（かん、びん、ペットボトル） 

随   時 原則個別収集 

 

エ 粗大ごみの受付方法  粗大ごみ受付センターにおいて、電話による戸別の申し込みを受

け付け、収集日と収集場所を調整する。 

(ｱ)粗大ごみ受付センター  委託により運営する。 

受付日時は、年末年始を除き毎週月曜日から金曜日、午前９時か

ら午後７時とし、１回の収集につき受け付けできる点数は５点ま

でとする。 

(ｲ)粗大ごみ処理券         有料化に伴う粗大ごみ処理券の取扱いについては、行政情報セ

ンター、環境政策課、環境第２課、各市民センター（大久保・魚

住・二見）、各サービスコーナー（明舞、明石駅、西明石、江井

島、高丘）、大久保駅南市民サービスカウンターほか別に告示す

る粗大ごみ処理券取扱店にて行うものとする。 

(3) 中間処理計画 

  ア 燃やせるごみ       下記の焼却施設により焼却処分する。 

                〔焼却施設の概要〕 

                施 設 名  明石クリーンセンター焼却施設 

                所 在 地  明石市大久保町松陰１１３１ 

                型   式  全連続燃焼式焼却炉 

                焼却能力    ４８０ｔ／２４ｈ（１６０ｔ×３系列） 

  イ 燃やせないごみ    下記の破砕選別施設により破砕し、可燃物、不燃物、資源化物に 

      粗大ごみ      選別する。 
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              〔破砕選別施設の概要〕 

                施 設 名  明石クリーンセンター破砕選別施設 

                所 在 地  明石市大久保町松陰１１３１ 

               処理方法    横型２軸せん断式破砕及び衝撃せん断併用 

                      回転式破砕 

               処理能力   破砕系統  60t/5h 

   資源化系統 32t/5h 

  ウ 資源ごみ          上記の破砕選別施設により資源化物ごとに選別し、再生処理業者

に委託し資源化する。 

エ 動物の死体         市外において、委託で焼却処分する。 

オ 適正処理が困難なごみ 明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条第１項第９号の

規定に基づき、ごみの処理に際して排出又は搬入してはならないご

みについては、下記のとおり例示する。 

・引っ越し、庭木の剪定等により臨時的又は一時的に多量に排出

するもの 

・消火器 

・金庫（耐火性を有するものに限る。） 

・タイヤ、バッテリー、バイク 

・ホイール・バンパー・シート（自動車用に限る。） 

・ピアノ 

・農機具、漁具 

・仏壇、仏具 

・一定規模以上のダンベル（金属製のもの）・洗面台・電子ピア

ノ・流し台・あんま機（いす型のもの）・すべり台・卓球台・ブ

ランコ・浴槽・草刈機（エンジン付） 

 

(4) 最終処分計画 

    不燃物の一部及び、中間処理施設からでる残さを下記の最終処分場において埋立処分する。 

    なお、焼却残さの一部は、大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場へ搬出する。 

    〔施設の概要〕 

     施 設 名  明石市一般廃棄物最終処分場 

     所 在 地  明石市大久保町松陰石ケ谷１１２８（明石クリーンセンター内） 

      埋立面積       ７２,０００ｍ２

      全体容量     １,１９２,０００ｍ３

      残存容量  平成１８年度埋立完了予定  
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(5) 中間処理・最終処分量（産業廃棄物を含む。） 

ア 区分別処理量 

  処 理 区 分   処 理 量 （ｔ） 

  焼     却           １１４,８９０ 

  埋     立             １,８５０ 

び  ん １６５ 

か  ん ６１５ 

ペットボトル ２３５ 

  資  源  化   

そ の 他 ７４５ 

１,７６０ 

  合     計           １１８,５００ 

 
 
   イ 埋立の内訳及び量 

  区     分        量（ｔ）     容  量（ｍ３） 

  直 接 埋 立       １,７００  

  破砕選別残さ                １５０ １３,１００ 

  焼 却 残 さ             １１,９５０  

  覆 土 用 土 砂              ────     ２,７００ 

  合     計      １３,８００ １５,８００ 

 

  ※ 第２次最終処分場は、平成 18 年度末で埋立完了を予定しており、埋立完了後、別途、最

終覆土を行う。 
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＜し尿及び浄化槽汚泥編＞ 

５ し尿及び浄化槽汚泥の排出計画 

     区         分           収集（排出）量（㎘）   

し       尿        ５，９２０    

      浄 化 槽 汚 泥             １０，８８０    

     合         計           １６，８００    

 

６ 生活排水処理計画 

(1)処理の目標 

  生活排水処理基本計画に基づき、公共下水道の整備を基盤とした生活排水処理対策を推進す

る。 

  ア 計画処理人口      ２９２,０００人 

  イ 水洗化人口       ２６８,１５６人 （公共下水道人口 266,149 人） 

（合併浄化槽人口  2,007 人） 

  ウ 非水洗化人口        ２３,８４４人 （単独浄化槽人口  17,789 人） 

（し尿収集人口          6,055 人） 

  エ 水洗化率           ９１.８％ 

 

(2) し尿収集運搬計画 

  ア 収 集 人 口        ６，０５５人 

  イ 収 集 区 域      市内全域 

   (ｱ) 直営収集区域      委託収集以外の区域 

   (ｲ) 委託収集区域 

    ａ 阪神連合清掃㈱ 

 収 集 区 域       町                名      

 
明石川以東（朝霧川以東
でＪＲ山陽本線以北及
び東人丸町を除く）の区
域    

 
松が丘北町の一部、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、 
朝霧町１～２丁目及び３丁目の一部、北朝霧丘１～２丁目、東 
朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧丘、荷山町、東野町、太寺大野町、 
太寺天王町、太寺１～４丁目、人丸町、山下町、上ノ丸１～３ 
丁目、明石公園、鷹匠町、茶園場町、大蔵八幡町、大蔵町、大 
蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、天文町１～２丁目、相生町１ 
～２丁目、中崎１～２丁目、鍛冶屋町、桜町、東仲ノ町、大明 
石町１～２丁目、本町１～２丁目、材木町、樽屋町、日富美町、
大観町、港町、岬町、大蔵海岸通１～２丁目 

 
明石川以西、ＪＲ山陽本
線及びＪＲ新幹線以南、
谷八木川以東（西明石西
町１丁目を除く）の区域 

 
西新町２～３丁目、南王子町、硯町１～３丁目、田町１～２丁 
目、新明町、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、 
貴崎１～５丁目、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目 
松江、川崎町 西明石南町１～３丁目、別所町、東藤江１～２ 
丁目、藤が丘１～２丁目、藤江の一部、谷八木の一部     
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   ｂ ㈲平野興業 

 収 集 区 域       町                名      
 
朝霧川以東でＪＲ山陽
本線以北の区域  

 
松が丘１～５丁目、松が丘北町の一部、大蔵谷（狩口、清水、 
東山西山）、大蔵谷奥、朝霧町３丁目の一部         

東人丸町の区域   東人丸町                         
 
明石川以西、ＪＲ山 
陽本線以北、鳥羽新 
田又池以南、松陰屋 
形池及び藤江雲楽池以
東の区域     

 
西新町１丁目、北王子町、王子１～２丁目、大道町１～２丁目、
和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、和坂（西明石北駅前）、 
花園町、松の内１～２丁目、野々上１～３丁目、小久保１～２ 
丁目、西明石北町１～３丁目、鳥羽、旭が丘、明南町１～３丁 
目、沢野１～２丁目、小久保の一部、藤江の一部、森田の一部 

ＪＲ山陽本線以南で明
姫幹線、ＪＲ新幹線、
旧藤江川に囲まれた区
域      

 
西明石西町１丁目 

ＪＲ山陽本線以南でＪ
Ｒ新幹線、市道 23 号線
に囲まれた区域 

 
西明石西町２丁目 

 

  ウ 収集回数等  原則として月１回（２５日～３０日間隔）収集とする。 

 

(3) 浄化槽汚泥収集運搬計画 

  ア 収集人口  １９，７９６人 

  イ 収集区域  公共下水道処理区域の一部とその他の市内全域 

  ウ 清掃等   市内の浄化槽設置者と許可業者７社との個別の契約により、定期的 

         に許可業者が清掃及び収集運搬する。 

 

(4) 中間処理計画（し尿、浄化槽汚泥） 

   下記施設における処理と一次処理した後に公共下水道で行う処理とを併用しているが、平成

19 年１月からは、全量について、一時処理後、公共下水道で処理する。 

   〔施設の概要〕 

       施設名    明石市魚住清掃工場 

       所在地    明石市魚住町西岡２１１９－９ 

       形 式    好気性処理方式 

       公称能力   １４５㎘／日 

   上記施設で処理後発生する汚泥は脱水した後、前述した明石クリーンセンターで焼却する。 

 

(5) 最終処分計画 

   最終処分は、前述した明石市一般廃棄物最終処分場で埋立処分する｡ 
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(6) 処 理 量 

   区   分     処 理 量（㎘） 

 し       尿       ５，９２０ 

浄 化 槽 汚 泥    １０，８８０ 

   合   計       １６，８００ 
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７．平成 17 年度 廃棄物収集・処理実績 

１ ごみ及び資源物 

 (1) 人    口   290,674 人 

 (2) ごみの搬入量 

区
分 

ご み の 種 類 平成 17 年度（ｔ） 前年度比（%） 

可燃ごみ ３５,７０２ △５．５ 

不燃ごみ ２,０６９ △５．０ 

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル） ２,００３ △３．９ 

粗大ごみ   ４５２ △９１．０ 

直

営 

A              小計    ４０,２２６   △１４．５ 

可燃ごみ     ２５,２９６ △７．３ 

不燃ごみ      １,３７６ △９．７ 

資源ごみ（かん・びん・ペットボトル）      １,３９２ △３．９ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など）※1   ９０５ △１２．２ 

委 

託 

B              小計     ２８,９６９ △７．４ 

C      資源ごみ（集団回収びん）         ８８ １７．３ 

可燃ごみ     ６０,９９８ △６．２ 

不燃ごみ      ３,４４５ △６．９ 

資源ごみ      ３,４８３ △３．５ 

粗大ごみ        ４５２ △９１．０ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など） ９０５ △１２．２ 

家

庭

系 

D=A+B+C                 計    ６９,２８３ △１１．７ 

可燃ごみ     ４０,６４５ △２．１ 

不燃ごみ      １,１１７ △２４．９ 
事
業
系 

許
可 

E                計     ４１,７６２ △２．９ 

可燃ごみ      ４,２０２     ３．８ 

不燃ごみ      ２,０８８ △１１．１ 

直
接
搬
入 F                計      ６,２９０    △１．７ 

可燃ごみ １０５,８４５ △４．３ 

不燃ごみ（破砕・埋立）      ６,６５０ △１１．８ 

資源ごみ      ３,４８３ △３．５ 

粗大ごみ        ４５２ △９１．０ 

一斉清掃ごみ（土砂・草など）   ９０５ △１２．２ 

一

般

廃

棄

物 

G=D+E+F               計 １１７,３３５ △８．２ 

可燃ごみ      １,１７２ △５８．４ 

不燃ごみ（破砕・埋立）       １５２ ７２．７ 

産
業
廃
棄
物 

直
接
搬
入 H                計      １,３２４ △５４．５ 

G+H               合 計 １１８,６５９ △９．２ 

※1 一斉清掃ごみは平成 16 年度から委託になりました。 
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※ プラスチック製容器包装（モデル事業分）は除く。平成 16(2004)年 11 月より、

東部地域である大蔵谷清水自治会において、「プラスチック製容器包装」分別収集モ

デル事業を実施しています。平成 17 年度は、約 28t の収集をし、宍粟市山崎町のリ・

テック㈱山崎工場に搬入しました。 

 

  (3) 資 源 物 の 収 集 量 

種 類 新聞 雑誌 段ボール 紙パック 布類 合計 

収集量(ｔ) ２，６５７ ９２０ ４１９ ７ ２１９ ４，２２２

    ※ 搬入及び処理については、市と契約した古紙直納問屋が、自社の管理するストックヤ

ードに直接搬入し処理しています。 

 

(4) ご み の 処 理 量 

処 理 区 分  処理量（ｔ） 前年度比（％） 

焼      却 ※１ １１５,１００ △８．０ 

埋      立 ※2     １,８６３ △５５．４ 

資 源 物 ※3     １,７４５ △３５．５ 

合 計 １１８,７０８ △１０．０ 

                      ※1 前年度分残量 49ｔを含む。 

※2 焼却灰埋立 16,300ｔを除く。 

※3 金属類（破砕鉄・缶等）、びん、ペットボトルを指す。 

 

(5) 最終処分場の埋立状況 

   ・搬入量及び埋立容量  

区 分 搬入量（ｔ） 容量（m３） 

直接埋立（不燃ごみ）  １,７１８

破砕選別残さ（不燃・不適物） １４５

焼却灰（フェニックス分を除く） １６,３００

 

１７,２６５ 

覆    土   ――― ２,７６２ 

合 計 １８,１６３ ２０,０２７ 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 17 年度末残余容量 85,942m３

   ※平成 17 年度末残余容量については、平成 18 年 3 月末に行った残余容量測量値を使用して

います。 
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２ し 尿 

(1) 収集人口  6,659 人 

(2) 収 集 量 

収 集 区 分 収集量（㎘） 前年度比（%） 

直        営 ４,９７１ △１８.７ し

尿 委        託 １,５７４ △４７.６ 

浄 化 槽 汚 泥 １１,３３９ △２７.２ 

計 １７,８８４ △２７.６ 

 

(3) 中間処理量 

区 分 中間処理量（㎘） 前年度比（%） 

し           尿 ６,５４５ △２８.３ 

浄  化  槽  汚  泥 １１,３３９ △２７.２ 

計 １７,８８４ △２７.６ 

 

(4) 最終処分量 

区 分 最終処分量（ｔ） 前年度比（%） 

脱 水 ケ ー キ ６４３.０ △１８.７  

焼却処分 

 沈 砂・し 渣 ３１．５ ２３．５ 

計 ６７４.５ △１７．４ 

     ※平成 17 年度から沈砂の焼却処分を開始 
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    Ⅳ．環境美化整備 

Ⅳ 環 境 美 化 ・ 整 備 

１．概   要 
清潔な生活環境は、健康で文化的な市民生活を営むうえにおいての基本条件のひとつです。 

しかし、近年における都市化の進展、消費生活の向上及び価値観の多様化は、生活環境に変化を

与え、ごみ等の不法投棄や放置等により、道路、水路等の機能及び美観を損い、衛生害虫の発生等

を助長しています。 

これらの環境の改善は、市民、事業者及び行政が一体となり環境美化活動を進めることによって、

その成果をあげることができるでしょう。 

市民の自主的な環境美化・衛生推進活動が活発化しつつあるなか、さらに環境美化・衛生意識の

高揚、啓発を図り、市民の快適な生活環境の確保に努めています。 

 
２．環境美化推進事業 

(1) 環境月間行事 

   明石市では、“美しく住みがいのあるまち”の実現に向けた啓発として、毎年 5月 12 日から 6

月 11 日を「“クリーンアップ明石”春の環境月間」、10 月 1 日から 31 日を「“アイ・ラブ・あか

し”秋の環境月間」として設定し、啓発看板の掲示や駅前街頭キャンペーンの実施などのほか、

多くの市民・事業者の参加を得て、市内一円で屋外一斉清掃、駅周辺の清掃等を展開しています。 

(2) 環境美化の推進 

   特定地域の環境美化を推進する活動団体として、昭和 57(1982)年に港・海岸を美しくする市民

組織 6団体、昭和 60(1985)年に河川を美しくする市民組織 1団体、平成 7年に同じく河川を美し

くする市民組織 1団体が結成されました。平成 17(2005)年度では、のべ 4,359 人が参加して清掃

活動等を実施し、約 347t のごみを回収しました。 

(3) 保健衛生推進協議会との連携 

   本市では、昭和 33(1958)年に、健康で、明るく、住みやすいまちづくりを目標に、市民が自主

的に活動を行う地区組織団体から選任された理事 28 人により、保健衛生推進協議会が結成され

ています。当初は、ハエ・カ等害虫駆除などの公衆衛生や、健康診断受診促進などの保健衛生の

向上を目的に生まれましたが、社会や生活様式の変化に伴い、近年では屋外清掃、ごみ分別、資

源リサイクルといった環境活動を重点に、毎年各地域において様々な活動を展開しています。 

主な事業としては、次のものがあります。 

① 環境美化・衛生の推進と福祉向上のための地区組織の育成 

② 研究会・講習会・その他必要な研修会等の開催 

③ 地区衛生組織活動功労者及び優秀団体の表彰 

④ 環境衛生事業の推進 

⑤ その他目的達成に必要な事業 

   今後も、同協議会と連携しながら環境美化・衛生推進を行っていきます。 
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３．環境整備事業 

(1) 空き地の管理 

  本市では、宅地開発後放置された空き地や管理不良の土地が多く見られ、雑草の繁茂等により、

夏期は害虫の発生、冬期は枯草による火災発生の危険性、また防犯上の問題もあり、空き地の管

理徹底を図る必要があります。 

  空き地の管理については、「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」により、所有者

の責務とされ、管理不良の空き地については、所有者に指導し、不良状態の解消を図っています。 

今後とも関係自治会の協力を得ながら、 

所有者の理解や管理意識の高揚を促し、指 

導及び啓発活動を通じて条例趣旨の徹底を 

図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 不法投棄の処理 

市民の意識は高まりつつありますが、依然とし

るため、ポスターやリーフレット等による啓発活

ろん関係各課との相互の連携を図りながら、平成

全市域において積極的に収集処理しました。 

 

不法投棄処理の状況

苦情件数 処理量

130 10,

上記以外に神戸市との市境で、11,720 ㎏の不法

 

(3) ポイ捨て・ふん害の防止 

  明石市では、「明石市空き缶等の散乱及びふん害

年 10 月 1 日施行しました。同時にＪＲ明石、大

所を、平成 14(2002)年 7 月 1 日にＪＲ西明石駅周

条例では、散乱防止重点区域内での空き缶や

のふん放置に対して罰則を設けています。また、

料を販売する事業者には、届出とともに、空き缶

定めています｡ 
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「空き缶等のポイ捨て」や「犬のふんの放置」は、基本的には個人のマナーやモラルに帰す

る問題であることは明らかですが、これらの行為が「罪悪感なく無意識のうちに」行われる現代

社会の実情から、改めてそれらの行為を一人ひとりが見直し、気付いていくための規範とし、あ

わせて市域の良好な環境美化を確保するため制定された条例です。 

 

●交番 

【 散乱防止重点区域（   5 区域） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

        平成 17 年 4 月 東

 

明石駅 

国道２号 

駅前広場

魚の棚

明
石
銀
座
通
り

県道明石高砂線 

    

 

 東二見駅

  

① 平成 17 年度は、下記のと

〇 ポイ捨て・ふん害防

ＪＲ明石駅、山陽

駅前で保健衛生推進

の地元ボランティア

など、市民への啓発

〇 市内全域でのポイ捨

〇 ポイ捨て・ふん害防

〇 ふん害防止夜間パト

〇 自治会等への啓発ビ

  〇 飼い主のマナー向上

しつけ方教室」を春

   

 

 
の

大久保駅

国道 250号 

北口

南口 
大久保町 

ゆりのき通 1丁目 
大久保町 
ゆりのき通２丁目 

 

二見駅周辺一部拡大 

  

 

250 号

二見小 

ダ

郵便局

西明石駅

新幹線 

おり様々な施策を展開しました。 

止キャンペーンの実施 

電鉄東二見・ＪＲ西明石・魚住の各

協議会や女性団体協議会、自治会等

の協力のもと、啓発資材を配布する

活動を実施しました。 

て・ふん害調査及び啓発パトロール 

止啓発リーフレットの作成及び配布 

ロールの実施（犬の散歩者への啓発）

ラの回覧依頼など各種啓発活動 

を目的とした「犬の 

〈ポイと秋に開催 
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   〇 防止看板の配布（原則自治会単位）           

          看板配布枚数 

  

                        

 

 

 

 

 

 

〈ふん害防止看板〉  〈ポイ捨て防止看板〉 

 

② 「明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例」の施行に伴い、平成 11(1999)

年 10 月から（JR 西明石駅周辺については平成 14(2002)年 7 月から）散乱防止重点区域とし

て指定した 5区域の清掃及びパトロールを実施しています。5区域をひと月間に 2日、調査

した散乱ごみの状況は、次表のとおりです。 

ごみ量調査結果表（平成 17 年度） 

  項目
月 

空き缶 空きびん ペット 
ボトル 

たばこの
吸い殻 

たばこの
空き箱 

プラスチッ
ク製容器 紙製容器

4 79 28 45 2,898 72 21 28 

5 71 22 37 3,016 74 21 34 

6 88 28 55 3,158 80 32 31 

7 61 21 41 2,755 66 22 33 

8 68 31 65 3,027 75 25 45 

9 77 32 47 3,006 71 27 41 

10 78 21 35 3,021 68 28 42 

11 61 25 36 2,625 68 25 30 

12 80 21 34 2,863 70 28 31 

1 59 15 30 2,886 73 19 28 

2 63 16 33 3,053 64 18 25 

3 69 16 29 2,836 68 20 21 

合計 854 276 487 35,144 849 286 389 

種類 

年度 
ふん害防止 ポイ捨て防止

１３ ３５６枚 ２９枚 

１４ ３６１枚 １１枚 

１５ ４２６枚 ２８枚 

１６ ４２３枚 １０７枚 

１７ ５０１枚 ８４枚 
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③ 自動販売機の届出状況は次表のとおりでした｡ 

 

自動販売機設置届出状況 

年度 
区域 

種類 
明 石 大久保 魚 住 二 見 西明石 計 

新 規 ２ ０ ０ ０ － ２ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ － ０ １３ 

変 更 ０ ０ ０ ０ － ０ 

新 規 ０ ０ ０ ０ ２８ ２８ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ ２ ２ １４ 

変 更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

新 規 ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

廃 止 ０ ０ ０ ７ １ ８ １５ 

変 更 ０ ０ ０ ０ １ １ 

新 規 ０ ０ ０ ０ １ １ 

廃 止 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６ 

変 更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

新 規 ５ ７ １ ３ ３ １９ 

廃 止 ８ ５ ４ ３ ６ ２６ １７ 

変 更 ０ １ １ １ １ ４ 

新 規 ９ ７ １ ３ ３２ ５２ 

廃 止 ８ ５ ４ １０ ９ ３６ 計 

変 更 ０ １ １ １ ２ ５ 

 

(4) 駅前歩道等の清掃 

本市の玄関ともいうべきＪＲ明石・西明石・朝霧の各駅前周辺歩道等の清掃を、昭和 54(1979)

年 5 月から民間委託により定期的に実施しています。実施状況は、次表のとおりです。 

 

ＪＲ駅前歩道等清掃実施状況（平成 17 年度） 

場     所 清   掃   日 

ＪＲ明石駅前周辺歩道等 月 ～ 土 

 〃 朝霧    〃 月・水・金 

 

(5) 屋外一斉清掃 

自治会（町内会）、各事業所及び各種ボランティア団体に対し、美しく住みがいのあるまちづ

くりを目指して、自らの居住地やその周辺等の屋外一斉清掃を積極的に実施するよう啓発すると
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ともに、屋外一斉清掃で出された土砂・ヘドロ・雑草・空き缶・空きびん・木の枝・落ち葉等の

収集処理を行いました。近年、定期的に清掃を実施する地域が増加していますが、特に、春と秋

の環境月間（5 月～6 月、10 月）に集中する傾向にあり、清掃時期の分散への協力を呼びかけて

います。 

また、公共下水道の整備に伴い、水路や道路側溝からの土砂やヘドロの排出量は減少傾向にあ

ります。 

屋外一斉清掃による土砂等の収集処理状況（収集体制：委託） 

 収集件数 収集量（ｔ） 

平成１７年度 １，５４８ ９０５ 

 

(6) 犬・ねこ等の死体処理 

犬・ねこ等小動物の死体については、飼い犬・飼いねこ等の場合は一体 2,000 円、飼い主不明

の場合は無料で引き取りしています。 

 

犬・ねこ等死体処理の状況（平成 17 年度）   （単位：匹） 

犬 ね こ その他 計 

有料 無料 有料 無料 有料 無料 有料 無料 
合計 

597 35 262 1,152 112 326 971 1,513 2,484 

 

(7) ねこの引き取り 

昭和 57(1982)年度より、飼えなくなったねこの引き取りを兵庫県動物愛護センター動物管理事

務所の巡回収集に応じて、窓口を開設しています。 

 

            ねこの引き取り件数（平成 17 年度）      （単位：匹） 

飼いねこ 拾得ねこ 計 

件 数 成ねこ 子ねこ 件 数 成ねこ 子ねこ 件 数 成ねこ 子ねこ 
合計 

９ ７ ９ ３ ５ ２８ １２ １２ ３７ ４９ 

 

 (8) 墓地・納骨堂等の経営等の許可等 

墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地、納骨堂等について、経営許可あるいは変更、廃

止許可の業務を行っています。 

本業務は、市町での取り扱いがふさわしい事務であるとして、平成 10(1998)年度より、兵庫

県から移譲されました。 
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Ⅴ 環 境 保 全 対 策 

 

１．概   要 

わが国においては、高度経済成長の過程で環境汚染と生活環境の悪化が加速度的に進行したため、

公害の防止を求める強い社会的要請が起き、それを受けて、全国的に環境保全対策が強力に推進さ

れてきました。 

その結果、環境汚染は一時の危機的状況を脱するとともに、経済が安定成長へ移行する中で省資

源・省エネルギーも進み、全般的には改善の傾向を示すこととなりました。 

しかし、ベッドタウン化・大型マンション化の進行等により、市民意識のなかにより快適な生活

環境を求める動きが強くなっており、公害の防止に加えて、快適かつ良好な生活環境の実現が求め

られています。 

このような状況にあって、今後、長期的な展望にたって公害防止の諸施策を推進すると同時に、

市民一人ひとりの理解と協力のもとに、海峡交流都市として恵まれた自然環境の保全と新しい活力

づくりのための開発との調整を図りながら、うるおいとやすらぎのある生活環境の創出に向けた総

合的な取り組みが必要となってきています。 

加えて、現在、地球温暖化をはじめとして、さまざまな地球的規模の環境問題（酸性雨、オゾン

層の破壊、砂漠化の進行）が深刻になっており、グローバルかつ具体的な対策が喫緊の課題として

浮かび上がっています。 

こうした現実を踏まえて、市民一人ひとりが環境の問題について、広くは地球環境の保全という

視点に立ちつつ、身近なところから見つめ直していくとともに、環境全般に関する意識をより高め

ていくことが重要となっています。 

 

２．環境啓発関連事業 

現在、地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊等さまざまな地球的規模の環境悪化が問題になっ

てきています。 

明石市では、このような環境問題に対する意識を高めるために、「環境学習支援制度」を設け

ています。これは、環境問題に関心のあるグループに対し、環境学習などの活動を支援するため

に職員を講師として派遣したり、また書籍やビデオなどの学習資材の貸出しを行う制度です。 

環境学習支援制度は大きく以下のように分けられます。 

① 講   演 

「地球温暖化問題」「自然環境」「環境の美化」「水質汚濁・生活排水対策」「大気汚染」

等 

② 教材の貸出し 

 環境問題をテーマとしたビデオや書籍、自然環境観察のための双眼鏡、簡易な騒音計等 

 

これらの支援制度のもとで、小学校での特別授業、コミセンなどの集会、女性サークルの活動
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などの場で地球温暖化問題等の講演会や環境ゲーム、環境測定などを行っています。 

また、さまざまな環境啓発事業を行っており、星空を観察し、大気の澄み具合を調べる全国星

空継続観察（スターウォッチング・ネットワーク）や、環境問題に対する関心を深めてもらうた

め水生生物の調査を行う「夏休みこども環境探偵団」、子供たちに環境問題を考えてもらう「か

んきょうポスターコンクール」を継続的に行っています。さらに、「こどもエコクラブ事業」の

会員の募集も行っています。 

平成 10 年度からは、市民参加型のモニター事業として、酸性雨や二酸化窒素調査、平成 11 年

度には紫外線調査を加え、身近な環境を測定することにより環境問題の一角を市民と協働で調査

を行いました。また平成 12 年度からは、年間を通じて環境家計簿や施設見学、ワークショップな

どの活動をすることで環境問題について学ぶ環境市民講座「環境実践モニター」を実施しました。 

その他、6 月の「環境月間」「自動車公害防止月間」、12 月の「大気汚染防止推進月間」「地

球温暖化防止推進月間」等で啓発用ティッシュの配布を行っています。 

なお、本市は「環境家計簿」等環境問題についての実践用冊子の配布やパンフレットによる啓

発も積極的に行っています。 

 

３．公害防止対策事業 

(1) 公害防止対策の総合的施策 

本市では、現在はもとより将来にわたって良好な生活環境を確保するため、大気汚染防止法、

水質汚濁防止法等に基づき、市民、事業者及び市の相互協力による総合的な施策の展開を図って

います。 

具体的な公害防止対策として、公害関係法令の強化と遵守、兵庫地域公害防止計画の策定及び

総合公害防止協定の締結による固定発生源への規制強化と行政指導の徹底などを実施しており、

総合的な環境保全行政の推進に努めているところです。 

また、本市は阪神・播磨両工業地帯の東西交通の要衡に位置し、細長い帯状の市域を国道 2号・

国道 250 号・県道明石高砂線及び山陽新幹線等が通過しているため、交通量の増加や車両の大型

化等により沿線住民の生活環境に大きな影響を及ぼしており、環境基準の維持・達成のためには

さらに一層の努力が必要となってきているといえます。 

 

(2) 公害防止対策の連絡調整 

住民の健康で文化的な生活を確保し、環境の保全を推進するうえで、公害の防止対策はきわめ

て重要です。しかし、人の健康や自然環境を保護し、生活環境を保全するためには、単に一地方

公共団体のみでできるものではありません。そのため、より広域的な見地から総合的に環境保全

の推進を図るため、協議会・連絡会が設置されており、これら機関の諸施策に参画し、相互の連

携と調整を密にしています。 

 

ア  兵庫県瀬戸内海環境保全連絡会は、瀬戸内海環境保全特別措置法の制定を契機に、景勝と

貴重な漁業資源の宝庫としての瀬戸内海の環境保全に万全を期し、組織的に環境保全の推進
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と思想の普及、意識の高揚を図る目的で、昭和 54(1979)年 3 月に設立された連絡会です。 

平成 17(2005)年度は 5 月に定期総会を開催し、会員相互の積極的な強調のもとに瀬戸内海

の環境保全の一層の充実を図るとともに、瀬戸内海環境保全普及活動の一環として 6 月を瀬

戸内海環境保全月間とし、クリーン兵庫運動をはじめとした各種の環境保全推進運動を展開

し、啓蒙活動及び研修会等の実施により保全対策の積極的な推進を図りました。 

 

イ  大阪湾環境保全協議会は、大阪湾沿岸 1 府 2 県 17 市 3 町の地方自治団体が相互に連携し、

大阪湾の浄化を図るため、昭和 47(1972)年 11 月に設立された協議会です。平成 17(2005)年 6

月の総会において、具体的な推進施策を検討し、①汚濁負荷量の削減対策の推進、②大阪湾

再生行動計画の推進、③生活排水対策の推進、④大阪湾の水質汚濁機構等の調査研究の推進、

⑤水質監視調査体制の拡充強化、⑥有害化学物質対策の推進、⑦大規模油流出事故に対する

環境面での対策の推進、⑧大阪湾の環境保全に係る財政上の特別措置についての 8 項目を要

望決議し、7 月に、平成 18(2006)年度の重要施策並びに予算化に向けて国の関係機関に提出

しました。さらに平成 17(2005)年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで大阪湾クリーン作戦を展開し、

廃棄物の不法投棄防止及び回収キャンペーンを実施しました。 

 

ウ  兵庫県大気環境保全連絡協議会は、平成 4(1992)年に兵庫県、各市町、事業者及び県民が、

地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球規模の環境保全及び窒素酸化物などの地

域の大気環境保全を図るため設立された協議会です。 

平成 17(2005）年度は 5月に定期総会を開催し、会員が相互に協力し行動することで、行政、

事業者、県民の一体化、環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚を図り、未来にわたって

快適な県民生活を確保するため活動しています。 

 

エ  神戸・明石都市行政協議会は、明石市及び神戸市の相互発展を図るため、両市の共通問題

について相互調整のもと、総合的に諸施策を策定及び推進する協議会です。 

近年、西神戸地区の大規模開発による人口増加に対応し、水質汚濁防止施設の設置及び維

持管理が行われていますが、特に本市上水源である明石川水系の水質を保全するため、水質

監視並びに汚濁源の監視始動等について、連携の強化を図りました。 

その他、公害防止施策を広域的に推進するため、各種行政協議会において環境保全協定・

公害防止協定の履行状況及び公害防止の諸施策について、関係市町機関と連絡調整を図りま

した。 

 

(3) 公害監視測定状況 

公害の発生を未然に防止し、環境を汚染から守るために各種汚染物質の常時監視及び定期的な

測定を実施しています。 

① 大気の汚染については、平成 16(2004)年 12 月に大気監視システムを更新し、市内の大気汚

染状況を把握しています。測定は固定局 5ヵ所で行っており、平成 17(2005)年度は概ね環境基
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準を達成していました。 

なお、光化学スモッグシーズン（4月末～10 月中旬）中は常時監視体制をとっており、平成

17(2005)年度は、光化学スモッグ予報が 2回、注意報が 3回発令されました。 

 また、酸性雨調査を 2ヵ所で行っています。 

② 水質の汚濁については、その汚濁源はきわめて多岐にわたっていますが、おおむね生活排水、

工場排水、農業等排水、その他の排水に分類できます。 

  市内主要河川である明石川、谷八木川、赤根川、瀬戸川については県測定計画に基づく通年

調査を実施しているほか、平成 17(2005)年度は朝霧川について、市独自の河川調査を実施しま

した。 

  健康項目については全地点で環境基準を達成していました。生活環境項目に係る類型が指定

されている明石川・谷八木川については、有機汚濁の代表的指標であるＢＯＤを含む全項目の

環境基準を達成しました。各河川の水質汚濁は経年的には変動があるものの、やや良化の傾向

となっています。 

  また、平成 17(2005)年度は松江海水浴場と江井島海水浴場で遊泳期間前と期間中において水

質などの調査を実施しました。 

  2 海水浴場とも、良好な水質を維持しています。 

● 参 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 騒音、振動については、自動車道路及び新幹線の騒音・振動調査を実施しています。 

大気や水質と同じく自動車騒音の常時監視も、騒音規制法の改正によって都道府県及び騒音

規制法政令市の事務とされ、明石市においても、平成 14(2002)年度に「自動車騒音評価システ

ム」を導入して実施しており､市内主要幹線道路沿道について、「騒音に係る環境基準」の達成

状況等の把握に努めています。 

 新幹線の騒音、振動については、市内 5地点で測定した結果、騒音は環境基準が未達成な地

点がありましたが、暫定基準は全ての地点で達成していました。振動は全地点において環境庁

勧告指針値を下回っていました。この調査を基に、ＪＲ西日本㈱及び環境省などに対して、よ

り一層の発生源対策により、環境基準が早期に達成されるよう強く要望しています。 

 また、住環境の静けさを把握するため都市環境騒音の測定も行っています。 

環境基準 
行政上の目標であり､環境行政を
進めていく上での指針となるも
ので､水質汚濁に係るものとして
次の項目が定められています。

・生活環境項目 
 生活環境を保全するために定めら
れたもの 

・健康項目 
 人の健康を保護するために定めら
れたもの 

ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) 

 水の汚れ(有機物)が､微生物の働き
で分解されるときに消費される酸素
の量です。 

 

 

 

    大         小 

汚れた川 きれいな川 

 

 

川の汚れを 
表します 
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④ 悪臭については、その原因物質として悪臭防止法によりアンモニア等 22 物質が規制を受け

ています。 

  周辺環境測定として市内を代表する 6地点において機器測定を実施しており、平成 17(2005)

年度はすべての物質が検出されませんでした。 

 

(4) 生活排水対策 

近年においては、河川や海などの水質を汚濁している原因に生活排水があげられ、とくに閉鎖

性水域である瀬戸内海では、生活排水が 50％を超えています。 

そのため、生活排水対策の推進を図る規定を盛り込んだ水質汚濁防止法の改正が、平成 2(1990)

年 6 月に行われ、同年 9月に施行されました。 

行政の責務はもちろんのこと、国民の責務も明確にし、理解と協力を求めるものとなりました。 

生活排水処理については、公共下水道の整備を基本として、毎年多額の費用を投入して普及、

促進に努めていますが、当面整備の遅れている地区では、し尿と併せて生活排水を処理できる合

併処理浄化槽の整備が有効です。本市においては、平成 3(1991)年度に「明石市生活排水処理計

画」を策定し、早期に生活排水処理率 100％を達成することを目指しています。 

また、汚濁負荷量の削減を図るために、生活排水対策用啓発パンフレットを配布するなどＰＲ

に務めています。 

 

(5) 公害防止施設設置資金融資の調整 

工場等が、その事業活動に伴って生ずる産業公害を防止することは、自らに与えられた責務で

す。しかし、信用力、担保力などの弱い中小企業にとって公害防止資金を確保することは、非常

に困難な状況です。そこで事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な資金を長期かつ

低利で融資し、地域住民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって住民福祉の

充実に寄与することを目的として、兵庫県公害除去施設資金融資制度があり、公害を防止するた

めに必要な施設の設置及び移転等について、公害防止に対する効果、必要性等を勘案し、意見書

及び認定書の発行業務を行っています。 
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４.公害発生源の規制 

(1) 法律・条令による規制 

公害対策の基本的な事項は、広域的な視野に立って行わなければなりませんが、反面、公害は

地域に密着した問題でもあるので法律の規制はほとんどが地方公共団体の自治事務とされてい

ます。そこで地域の実情に即した公害防止を適切に行い、地域の環境保全をより推進するため多

くの地方公共団体は条例を制定しています。本市においては、兵庫県・環境の保全と創造に関す

る条例により、市民の良好な生活環境の確保を図っています。 

 

公害関係法令等による規制及び許可の権限 

区 分 兵庫県 明石市 

工 場 〇  
大気汚染防止法 

事 業 場  〇 

水 質 汚 濁 防 止 法  〇 

瀬戸内海環境保全特別措置法 〇  

騒 音 規 制 法  〇 

振 動 規 制 法  〇 

悪 臭 防 止 法  〇 

特定工場における公害防止 
組 織 の 整 備 に 関 す る 法 律 

〇 

一 部 

水質または騒音・振動に係る特
定工場の場合のみで、大気・粉
じんに係る特定工場に該当す
る場合にはすべて権限は兵庫
県となる。 

兵 庫 県 ・ 環 境 の 保 全 と 
創 造 に 関 す る 条 例 

 
〇 

 

(2) 公害防止協定（環境保全協定） 

市域の環境保全を一層促進させるため、本市では公害防止協定を積極的に締結しています。 

公害防止協定は、市内に立地する主要企業を中心に昭和 45(1970)年 12 月から締結しており、

諸情勢の変化をふまえた改正又は新規に締結するなどの過程を経て、現在、総合公害防止協定は

22 事業所と締結しています。また、昭和 56(1981)年度中に二見臨海工業団地で操業又は建設工

事開発予定であった 45 事業所と昭和 56(1981)年 3 月 25 日に公害防止協定を締結しましたが、さ

らに事業所の進出状況を勘案し、以後数次にわたって協定を締結しています。二見臨海工業団地

に係る公害防止協定締結事業所は 114 事業所、環境保全協定締結事業所は 33 事業所です（平成

18(2006)年 3 月 31 日現在）。 

なお、協定の実効性を確保するため、事業所に対して公害防止協定事項について測定の実施及

び報告書の提出を義務づけ、立入調査により事業所が使用する原燃料並びに排出水の分析と関係

書類の調査等を実施し、規制及び指導にあたっています。 
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５．公害関係法令に基づく特定施設等の届出 

特定施設等の届出は、公害発生源の規制にとって最も重要なものであり、その届出により実態を

把握し、規制及び指導にあたっています。 

大気汚染防止法に係る届出については、工場関係の場合は、兵庫県東播磨県民局環境課で受理さ

れた後、副本が本市に送付されますが、事業場関係の場合は、本市で受理しています。 
水質汚濁防止法、騒音規制法及び振動規制法に係る届出については、すべて本市で受理していま

す。 
兵庫県・環境の保全と創造に関する条例に係る届出についても、本市で受理しています。 
瀬戸内海環境保全特別措置法に係る許可申請等の受付、許可等の事務については、兵庫県健康生

活部環境局水質課で受理された後、副本が本市に送付されます。 
 

６．公害に関する苦情処理状況 

公害苦情は、産業公害と生活公害（近隣公害）に大別することができます。産業公害とは、工

場や建設作業などの生産活動にともない発生するものをいい、生活公害とは、日常生活や営業行

為等により、一般家庭や飲食店、事務所、交通機関などで発生するさまざまなものをいいます。 

本市では、環境関連法及び兵庫県・環境の保全と創造に関する条例等により市民から申し出の

あった公害苦情に対して環境政策課担当職員で苦情処理にあたってい

ます。公害苦情は迅速かつ適正な処理が望まれるものであり、被害の

未然防止のため発生源への行政指導の徹底と関係機関へのあっせん等

によって適切な処理に努めています。 

近年のベッドタウン化・大型マンション化の結果として、農業や商

工業地域と住宅地の接近が進み、生活排水による水質汚濁・近隣騒音・

悪臭などさまざまな生活公害が発生しています。これらの苦情を解消

するためには、住工混在の解消をめざした抜本的な都市政策や都市生

活基盤としての公共下水道の普及および近隣騒音等に対する意識の高

揚と啓発の推進を行うとともに、市民一人ひとりにおいても近隣に迷惑をかけない姿勢が強く求

められています。 

公害を種類別にみると、大気汚染については、ごみ等の焼却に伴う煙・すす・臭いの苦情が多

く、ほかには建設工事等による粉じんの苦情があります。工場からのものについては施設の改善

や日常の維持管理方法等の指導、建設工事からのものについては廃棄物処分場への搬入の指示や、

粉じん飛散防止のため散水等の指導を行うことにより解決をしています。 

水質汚濁については、油膜などの見た目の不快感によるものと臭いによるものとが多く、油膜

については、不法投棄または工場等の事故や不注意による流出などが考えられます。しかし、油

膜の出現は一過性のことが多いため原因究明が困難な場合が少なくありません。工場などに対し

ては汚水処理施設等の改善及び維持管理の徹底を指導しています。 

騒音については、工場からの作業音、建設工事音、交通騒音が多くを占めており、その他では

事務所等の室外機音、飲食店のカラオケ音、家庭電化製品等の日常生活に伴う近隣騒音などがあ
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ります。工場からの作業音、建設工事音については騒音対策の実施や騒音発生施設の移動等の指

導により解決していますが、飲食店のカラオケ音や日常生活からのものについては発生源者のモ

ラルに依存する面が多いため、生活騒音に関するパンフレットの配布等により市民啓発に努めて

います。 

振動については、工場、建設現場等において、騒音に付随しておこる場合がほとんどですが、

路面修復や工程改善等の指導により解決を図っています。 

悪臭については、工場・池・水路・側溝・畜産もしくは家庭生活の臭気といったように、その

発生源は多種多様です。これらの苦情は法の規制にかからないものが多く、住民間の感情的な問

題に発展する場合もあり、解決や再発防止等が非常に困難な状況にあります。 

 

 

公害苦情発生の推移                             （単位：件） 

年 度 大 気 水 質 騒 音 振 動 悪 臭 そ の 他 計 

13 22 5 12 5 11 0 55 

14 17 5 15 1 5 2 45 

15 19 11 12 3 8 2 55 

16 18 0 13 6 4 1 42 

17 12 8 11 1 6 0 38 

 

７．環境の監視 

環境政策課では、環境にかかる常時監視及び定期的な測定を実施しています。平成 6(1994)年 9

月に導入した大気監視システムによる大気汚染の常時監視や酸性雨の調査、公共用水域（河川・

地下水）の監視や事業所排水の水質分析の他、悪臭・騒音・振動について、さまざまな機器を使

って環境測定し、複雑多様化する環境汚染物質の監視の強化に努めています。 

平成 16(2004)年 12 月には大気監視システムを更新し、市内の大気汚染の状況が把握できるほか、

データが兵庫県環境情報センターにも送信されています。 

さらに、平成 13(2001)年度から、国の広域情報システム「そらまめ君」にもデータを送信し、

全国的にデータを活用できるようにしています。 

また、環境調査市民モニターなど、環境啓発及び環境情報の提供にも力を注いでいます。 
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         Ⅵ し 尿 処 理 

 

１．概   要 

本市のし尿収集運搬は、昭和 31(1956)年 4 月に市営住宅 300 戸を対象として、収集車両 1台によ

り開始しました。その後、人口の急激な増加に伴う業務量の拡大に合わせ、施設や車両、機材の整

備並びに組織の拡充を図っていく一方、昭和 41(1966)年 4 月から業務の一部を民間に委託し、昭和

44(1969)年 7月には更に1業者を加えた直営と委託による収集体制が確立し、現在に至っています。

なお、収集区域は本庁地区を委託業者 2社に、大久保・魚住・二見地区を直営としています。 

現在、し尿収集は概ね 25 日から 30 日間隔で定期的に実施し、事業所及びイベント会場や工事現

場の仮設トイレなどの収集は、その都度実施しています。また、浄化槽は保守点検や許可業者によ

る清掃を行い、汚泥を魚住清掃工場に搬入しています。なお、浄化槽を正常に機能させるために、

浄化槽管理者（使用者）に対し適正な維持管理を行うようパンフレット等を作成し、配布するなど

の啓発を行っています。 

し尿や浄化槽汚泥を処理する施設は、現在の魚住清掃工場において昭和 39(1964)年 1 月から運転

を開始しました。その後、人口や浄化槽設置の増加に合わせて、昭和 41(1966)年 12 月に第 2 施設

を、昭和 51(1976)年 3 月に第 3施設を建設し、総処理能力 280 ㎘/日としました。現在は、下水道

の普及により処理量が減少してきており、1 日あたり 145 ㎘の処理能力まで規模を縮小し、処理効

率の改善を図るとともに、施設の維持についても逐次整備を実施することで、水質の改善及び大気

汚染の防止等、環境保全に万全を期しています。 

し尿収集運搬並びにし尿及び浄化槽汚泥の処理については、下水道処理区域の拡大により、し尿

の収集量や処理量が年々減少しています。このため、し尿収集量に応じた収集体制の見直しを適宜

行ってきました。また、魚住清掃工場については、下水道整備の進展に沿った効率的な規模及び処

理方法とするため、平成 18(2006)年 1 月から、一次処理水の下水道放流を開始しました。 

 

 

し 尿 処 理 区 分 別 状 況 

            （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

区  分 戸  数 割合(％) 

浄 化 槽 16,818 12.9  

汲 取 2,594 2.0  

下 水 道 110,642 85.1

合    計 130,054 100.0

   注）住民基本台帳、外国人登録、事業所等を合計した戸数 
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２．し尿収集運搬 

(1) 概   要 

 一般家庭及び事業所並びに工事現場等の仮設トイレなどから発生するし尿の収集に対処する

ため、直営と委託業者（2 社）とでそれぞれ分担しています。直営地域では、毎年班の編成替

えを行っています。1 班を 2 名で組んでおり、平成 18(2006)年度は 4 班体制としています。ま

た、委託地域は阪神連合清掃 1班、平野興業 1班の計 2班で編成しています。 

 

(2) 収集実施状況 

市内の汲取戸数     （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

全 市   2,594（戸） 

直 営 地 区 2,065 

阪 神 連 合 清 掃 289 

平 野 興 業 240 

内

訳 

委
託
地
区 小 計   529  

注）住民基本台帳、外国人登録、事業所等を合計した戸数 

  

① 直営収集区域                 (平成 18 年 4月 6 日編成替え後） 

班別  町    名 

1 
藤江の一部、松陰新田、森田、松陰、大久保町、大窪、山手台、高丘、西脇、谷八

木、わかば 

2 松陰、大久保町、大窪、高丘、山手台、西脇、緑が丘、金ケ崎、長坂寺 

3 
藤江の一部、八木、ゆりのき通、大久保町、大窪、西脇、谷八木、江井島、西島、

わかば、金ケ崎、福田１～３丁目、福田、長坂寺、住吉１～３丁目、西岡、中尾 

4 
鴨池、中尾、住吉４丁目、錦が丘１～４丁目、西岡、金ケ崎、長坂寺、清水、福里、

東二見、西二見、南二見 

別 金ケ崎、長坂寺、清水 

    ＊重複町名は各班一部受持 
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② 委託収集区域                       （平成 18 年度） 

（阪神連合清掃） 

収 集 区 域 町 名 

明石川以東（朝霧川

以東でＪＲ山陽本

線以北及び東人丸

町を除く）の区域 

松が丘北町の一部、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、朝霧町

１～２丁目及び３丁目の一部、北朝霧丘１～２丁目、東朝霧丘、中朝

霧丘、西朝霧丘、荷山町、東野町、太寺大野町、太寺天王町、太寺１

～４丁目、人丸町、山下町、上ノ丸１～３丁目、明石公園、鷹匠町、

茶園場町、大蔵八幡町、大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、

天文町１～２丁目、相生町１～２丁目、中崎１～２丁目、鍛冶屋町、

桜町、東仲ノ町、大明石町１～２丁目、本町１～２丁目、材木町、樽

屋町、日富美町、大観町、港町、岬町、大蔵海岸通１～２丁目 

明石川以西、ＪＲ山

陽本線及びＪＲ新

幹線以南、谷八木川

以東（西明石西町１

丁目を除く）の区域

西新町２～３丁目、南王子町、硯町１～３丁目、田町１～２丁目、新

明町、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、貴崎１～５丁

目、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目、松江、川崎町、西

明石南町１～３丁目、別所町、東藤江１～２丁目、藤が丘１～２丁目、

藤江の一部、谷八木の一部 

 

（平野興業） 

収 集 区 域 町 名 

朝霧川以東でＪＲ

山陽本線以北の区

域 

松が丘１～５丁目、松が丘北町の一部、大蔵谷（狩口、清水、東山西

山）、大蔵谷奥、朝霧町３丁目の一部 

東人丸町の区域 東人丸町 

明石川以西、ＪＲ山

陽本線以北、鳥羽新

田又池以南、松陰屋

形池及び藤江雲楽

池以東の区域 

西新町１丁目、北王子町、王子１～２丁目、大道町１～２丁目、和坂

１～３丁目、西明石町１～５丁目、和坂（西明石北駅前）、花園町、

松の内１～２丁目、野々上１～３丁目、小久保１～２丁目、西明石北

町１～３丁目、鳥羽、旭が丘、明南町１～３丁目、沢野１～２丁目、

小久保、藤江の一部、森田の一部 

ＪＲ山陽本線以南

で明姫幹線、ＪＲ新

幹線、旧藤江川に囲

まれた区域 

西明石西町１丁目 

ＪＲ山陽本線以南

でＪＲ新幹線、市道

23 号線に囲まれた

区域 

西明石西町２丁目 
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３．し尿収集実績 

(1) し尿月別収集量の実績（平成 17 年度実績） 

                            （単位：㎘） 

月 別 市 直 営 業 者委託 計 

4 443.4 201.5   644.9 

5 404.0 148.4   552.4 

6 427.1 133.0   560.1 

7 400.4 120.6   521.0 

8 446.5 124.9   571.4 

9 395.6 106.5  502.1 

10 401.3 117.5   518.8 

11 420.5 114.0   534.5 

12 432.2 134.8   567.0 

1 388.9 121.2  510.1 

2 377.3 118.6  495.9 

3 433.5 133.0  566.5 

計 4,970.7 1,574.0   6,544.7 

割 合 76.0% 24.0%   100.0% 

 

(2) １車当たり平均作業量（直営分） 

 1 車当たり 乗 員 数 ････････････  2 名（運転手 1名､作業員 1名） 

        受持戸数 ････････････ 478 戸 

     ａ． 1 日 平 均 汲 取 件 数    17 件 

     ｂ． 1 日平均し尿収集量     3,945ℓ 

     ｃ． 1 日平均工場搬入回数    3 回 

         ｄ． 1 日 平 均 走 行 距 離    36 ㎞ 

         ｅ． 月 平 均 稼 働 日 数    21 日 
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４．収集経費 

(1) 収集経費（平成 17 年度実績） 

                  （単位：千円） 

     区分 

項目 
金 額 摘 要 

人 件 費 198,092 職員 16 名分他 

燃 料 費 2,170 ガソリン 13,887.75ℓ､軽油 1789.39ℓ、CNG2,544.99N ㎥ 

車検修理代 2,728 車検及び修理代 

部品購入他 483 バキューム車用ホース､脱臭剤､オイル等 

保険重量税 955 バキューム車 11 台､ライトバン1台､牽引車 1台、軽乗用 1台 

車
両
関
係
費 

小 計 6,336  

委 託 費 18,464 し尿収集運搬業務委託料（2業者分） 

そ の 他 13,272 事務用品､通信費､収納事務委託手数料等 

計 236,164  

 

※人件費は､職員 16 名分の他に課長､庶務係職員（6 名）分の 16/28（平成17年 4月1日現在職員数）

の額を含みます。施設・車両関係の減価償却費は除きます。 

 

(2) １㎘当たりの収集単価と経費割合 

 

   平成１７年度収集経費 ２３６，１６４千円 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

平成１７年度収集量   ６，５４５㎘ 

人件費
83.9%

車両関係費
     2.7%

その他
5.6%

し尿収集経費

委託費
    7.8%

 
 

＝ ３６，０８３円 
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(3) 年間収集経費の推移 

年 度 金額（千円） 収集量（㎘） 

１３ ３８２,５７７ １４,１５５ 

１４ ３３５,０５５ １２,６２３ 

１５ ３１２,４２７ １０,８６８ 

１６ ２５４,７４３  ９,１２２ 

１７ ２３６,１６４  ６,５４５ 

 

５．収集運搬業務の推移 

(1) 汲取戸数と収集量 

    年 度 

区 分 
13 14 15 16 17 

直 営 3,760 3,255 2,982 2,716 2,065 

委 託 1,137 1,003 870 728 529 

汲

取

戸

数 計 4,897 4,258 3,852 3,444 2,594 

直 営 9,829 8,561 7,202 6,118 4,971 

委 託 4,326 4,062 3,666 3,004 1,574 

収
集
量
（ 

 
） 

計 14,155 12,623 10,868 9,122 6,545 

※汲取戸数は各年度の 3 月 31 日現在の住民基本台帳､外国人登録､事業所等の合計戸数とします。

収集量は年度合計とします。 

 

(2) 収集運搬委託料 

        年度 

委託料内訳 
13 14 15 16 17 

収集量1ℓ当たり 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭 10 円 42 銭委 託 
契 約 
単 価 収集 1件当たり 406 円 406 円 406 円 406 円 406 円

1 ℓ 当 た り 平 均 単 価 

（委託料実績による） 
11 円 41 銭 11 円 36 銭 11 円 32 銭 11 円 32 銭 11 円 73 銭

前年度に対する上昇率 △0.3％ △0.4％ △0.4％
 

3.5％

㎘ 
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６．浄化槽の日常管理及び維持管理（保守点検･清掃） 

公共下水道の普及していない地域において、便所を水洗化する場合に必要な施設として浄化槽が

設置されています。 

浄化槽は便所のし尿や台所等の生活廃水を微生物の働きで浄化して放流するもので、その便利

さ・快適さの反面、設置工事、維持管理の状況によっては、水質汚濁、悪臭等の発生原因にもな

るため､設置者（使用者）を含めてその責任を明確化し､責任ある施工及び適切な維持管理を実施

するよう指導し､生活環境の保全に努めています。 

(1) 浄化槽設置状況等 

平成18(2006)年3月末現在の総設置数は5,112基であり､公共下水道への切り替え等による減

少と新設による増加を差引すると昨年より大幅に減少しています。なお､平成 13 年度以降新た

に設置する浄化槽は合併処理浄化槽（単に「浄化槽」という）※1 であることとされており、単

独処理浄化槽（「みなし浄化槽」という）※2の設置はできなくなっています。 

①届出状況・地区別設置状況 

届 出 状 況 

年度 浄 化 槽（件） 

１３ ６５ 

１４ ５８ 

１５ ３６ 

１６ ３５ 

１７ ２５ 

※1 浄化槽（合併処理浄化槽）： 便所のし尿と共に生活雑排水（台所や風呂等の排水）

を処理するもの 

※2 みなし浄化槽（単独処理浄化槽）： 便所のし尿のみを処理するもの 

 

地 区 別 設 置 状 況 

（平成 18年 3 月 31 日現在） 

地 区 基 数 割 合（％） 

本 庁 ２,０８６ ４０.８

大 久 保 ２,１３１ ４１.７

魚 住 ７６８ １５.０

二 見 １２７  ２.５

合 計  ５,１１２ １００.０
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② 機種別･人槽別設置状況 

 

機種別 ･人槽別設置状況  （平成18年 3月 31日現在） 

    人槽 

種別 
5～20 21～50 51～200 201～500 501～ 合計 

ば っ 気 型 3,832   366  62  2  1   4,263  み
な
し
浄
化
槽 腐 敗 型 120   98  50  7  1   276  

合 計 4,420  483 176 26 7  5,112 

人槽別にみると 20 人槽以下が 86.5％､機種別でみると､ばっ気方式が 83.4％を占めています。

また､浄化槽が 11.2％となっています。 

 

③ 維持管理指導 

浄化槽の日常管理と併せて維持管理（保守点検・清掃）の目的は､浄化槽の機能を十分に発

揮できる状態にすることです。しかし､浄化槽の中には維持管理が不十分なものもあり､水質汚

濁、悪臭等の発生原因にもなっています。この様な状況を改善するため、広報によるＰＲ､パ

ンフレットの配布等により､点検・清掃の必要性を理解していただく活動を行っています。ま

た、法定基準の維持管理を実施していない浄化槽管理者に対しては、保守点検･清掃の専門業

者と委託契約を結び､適正な維持管理を行うように指導をしています。 

浄化槽の保守点検・清掃業者に対しては、法に定める基準に適合した保守点検作業､清掃作

業を行うよう、適正な業務の実施を指導しています。 

 

(2) 浄化槽の清掃等 

浄化槽汚泥年度別処理状況･清掃件数 

  区分 

年度 

収集･運搬･処理量

（㎘）

清 掃 件 数

     （件）

１３ ２２,９１９ ８,４８９ 

１４ １９,３６１  ７,２４４ 

１５ １７,５８５  ６,２８６ 

１６ １５,５８１ ５,９３８ 

１７ １１,３３９ ４,１５２ 

※浄化槽汚泥は､全量を魚住清掃工場で処理しています。 

浄 化 槽 468  19 64 17 5  573 
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７．し尿処理 

(1) 魚住清掃工場 

<施設概要> 

施 設 名 称 明石市 魚住清掃工場 

所 在 地 〒674-0084 明石市魚住町西岡 2119-9 

敷 地 面 積 11,877ｍ2 

施 設 面 積 総面積 3,754ｍ2（建物 1,508ｍ2、工作物 2,246ｍ2） 

運 転開始年月 昭和 39 年 1 月 

処 理 能 力 145 ㎘/日 

処 理 方 式 水 処 理   １次処理   好気性消化処理方式 

       ２次処理   活性汚泥法処理方式 

汚泥処理   消化汚泥   脱水 

       余剰汚泥   濃縮→脱水 

脱臭処理   高濃度臭気   薬液洗浄（酸＋アルカリ＋次亜） 

       低濃度臭気        

希 釈水の種類 地下水 

放 流 先 2 級河川 瀬戸川 公共下水道 

し渣･汚泥の処

分 方 法 
ごみ焼却施設へ搬出し、ごみと混合焼却後､焼却灰を埋立処分 

届 出 排 出 量 2,900ｍ3/日（MAX：3,100ｍ3/日） 

 

(2) し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移 

                                  （単位：㎘（％）） 

   年度 
区分 

13 14 15 16 17 

し 尿 14,155（38.2） 12,623（39.5） 10,868（38.2）  9,122（36.9）  6,545（36.6）

浄化槽汚泥 22,919（61.8） 19,361（60.5） 17,585（61.8） 15,581（63.1） 11,339（63.4）

総 処 理 量 37,074 31,984 28,453 24,703 17,884 

ごみ焼却施設へ搬出 
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(3) 工場各種測定項目及び規制値（平成 17 年度） 

測定項目及び規制値 測 定 回 数 

生物化学的酸素要求量 日間平均値 30(40)㎎/ℓ

化 学 的酸素要求量 日間平均値 60(70)㎎/ℓ

浮 遊 物 質 量 日間平均値 70(90)㎎/ℓ

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 25 ㎎/ℓ

大 腸 菌 群 数 日間平均値 3,000個/㎝ 3

水素イオン濃度（ｐＨ） 5.8～8.6

塩 素 イ オ ン 濃 度 ――  

3 回/日×1回/月×12 ヶ月 

 

 

全 窒 素  60 ㎎/ℓ

水 

質 

関 

係 
 

※ 

県 

条 

例 

全 リ ン 6 ㎎/ℓ 
3 回/日×4回/年 

ア ン モ ニ ア 5ppm

メチルメルカプタン 0.01ppm 

硫 化 水 素 0.2ppm 

硫 化 メ チ ル 0.2ppm 

二 硫 化 メ チ ル 0.1ppm 

4 回/年 

トリメチルアミン 0.07ppm 

アセトアルデヒド 0.5ppm 

ス チ レ ン 2ppm 

プ ロ ピ オ ン 酸 0.2ppm 

ノ ル マ ル 酪 酸 0.006ppm 

ノ ル マ ル 吉 草 酸 0.004ppm 

悪 
臭 

物 

質
（ 

順 

応 

地 

域 

） 

イ ソ 吉 草 酸 0.01ppm 

2 回/年 
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 (4) 魚住清掃工場測定結果（平成 1７年度） 

<放流水質> 

（一般項目） 

項 目 

 

 

月 日 

 

ｐＨ 

規 制 値

5.8～8.6 

生物化学的 

酸素要求量 

規 制 値 

30 mg／ℓ 

（40） 

化学的酸素

要 求 量

規 制 値

60 mg／ℓ 

（70） 

浮 遊

物 質 量

規 制 値

70 mg／ℓ 

（90） 

ノルマル
へキサン
抽出物質
含 有 量

規 制 値

25 mg／ℓ 

大 腸 菌 

群 数 

規 制 値 

3,000 

個／mℓ 

塩 素

イ オ ン

 

Mg／ℓ 

 4 月 12 日 6.8 1.6 8.9 19 0.5 未満 1未満 210 

 5 月 10 日 6.7 1.7 7.3 24 0.5 未満 1未満 210 

 6 月 7 日 7.1 1.8 7.2 8 0.5 未満 1未満 220 

 7 月 27 日 7.2 1.2 4.8 2 0.5 未満 1未満 250 

 8 月 2 日 7.3 1.1  4.6 3 0.5 未満 1未満 240 

 9 月 14 日 7.2 1.3 4.8 3 0.5 未満 1未満 240 

10 月 11 日 6.9 1.2 4.9 10 0.5 未満 1未満 200 

11 月 1 日 7.0 2.1 7.2 14 0.5 未満 1未満 230 

12 月 13 日 6.7 1.7 7.4 13 0.5 未満 1未満 210 

1 月 10 日 7.0 1.8 7.9 20 0.5 未満 1未満 210 

2 月 7 日 6.8 1.4 8.0 17 0.5 未満 1未満 230 

3 月 7 日 6.8 2.4 4.4 10 0.5 未満 1未満 200 

 

（健康項目） 

項 目 単位 規制値 1 月 17 日 

カ ド ミ ウ ム mg／ℓ 0.05  以下 0.001  未満 

シ ア ン 化 合 物 mg／ℓ 0.7   以下 0.01  未満 

鉛 mg／ℓ 0.7   以下 0.01  未満 

六 価 ク ロ ム mg／ℓ 0.35  以下 0.01  未満 

ヒ 素 mg／ℓ 0.35  以下 0.001  未満 

P C B mg／ℓ 0.003 以下 0.0003 未満 

有 機 リ ン mg／ℓ 0.7   以下 0.02 未満 

総 水 銀 mg／ℓ 0.005 以下 0.0005 未満 
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<窒素・リン>（3ヶ月毎） 

      月 日 

項 目 
4 月 12 日 7 月 27 日 10 月 11 日 1 月 10 日 

全窒素 ㎎/ℓ 19 12 12 14 

全リン ㎎/ℓ 0.79  0.47  0.33  0.59 

 

<悪臭物質> 

月 日 

項 目 
5 月 10 日 8 月 24 日 11 月 8 日 2 月 9 日 

ア ン モ ニ ア 

(規制値 ５ppm) 
 0.2    0.1    未満 0.1   未満 0.1    未満

メ チ ル メ ル カ プ タ ン 

(規制値 0.01ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

硫 化 水 素 

(規制値 0.2ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

硫 化 メ チ ル 

(規制値 0.2ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

二 硫 化 メ チ ル 

(規制値 0.1ppm) 
0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満

ト リ メ チ ル ア ミ ン 

( 規 制 値  0 . 0 7 p p m ) 
― 0.0001 未満 ― 0.0001 未満

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 

(規制値 0.5ppm) 
― 0.011   ―   0.002  

ス チ レ ン 

(規制値 ２ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

プ ロ ピ オ ン 酸 

(規制値 0.2ppm) 
―  0.001 未満 ― 0.001 未満

ノ ル マ ル 酪 酸 

(規制値 0.006ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

ノ ル マ ル 吉 草 酸 

(規制値 0.004ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満

イ ソ 吉 草 酸 

(規制値 0.01ppm) 
― 0.001 未満 ― 0.001 未満
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(5)  処分経費（平成 17 年度実績） 

項目         区分 金額(千円) 摘 要 

人 件 費 152,043 職員 12 名分他 

苛 性 ソ ー ダ 1,724 150,010kg                     

次 亜 塩 素 酸 ソ ー ダ 1,170 47,020kg                    

ポリ塩化アルミニウム 1,217 55,980kg 

塩 酸 988 41,280kg 

高 分 子 凝 集 剤 1,647 1,500kg 

そ の 他 薬 剤 2,517 微生物活性助剤 200 ㎏､消臭剤等 

薬 
 

剤 
 

費 

小 計 9,263  

電 気 19,747 高圧分 1,552,799kWh 

水 道 6,091 19,852m3（口径 50mm） 

燃 料 費 59 LP ガス 

燃

料

費 

光
熱
水
費
及
び 小 計  25,897  

工 事 請 負 費 等 32,505 工場施設機器類補修（14,987 千円）含む 工
事
費 小 計  32,505  

委 託 費 12,103 槽内清掃､水質測定､悪臭測定業務委託他 

そ の 他 8,737 事務用品、車両関係費等 

計 240,548  

※人件費は職員 12 名分の他に課長､庶務係職員（6名）分の 12/28（平成 17 年 4 月 1日現在職員数）

の額を含みます｡施設（機械）関係の減価償却費は含まれていません。 

 

(6) 1 ㎘当たりの処分単価と経費割合 

平成１７年度処分経費 240,548 千円 

平成１７年度処分量 17,884 ㎘（し尿 6,545 ㎘＋浄化槽汚泥 11,339 ㎘） 

 

(7) 年間処分経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 金額（千円） 
投入されたし尿･浄化槽汚

泥１㎘ 当たりの金額（円）

１３ ２７６，０２２ ７，４４５ 

１４ ２３６，５０２ ７，３９４ 

１５ ２２５，１３９ ７，９１３ 

１６ ２７８，１４５ １１, ２６０ 

１７ ２４０,５４８ １３, ４５０ 

＝13,450 円 

人件費
63.2%

その他
3.6%

薬剤費
3.9％

委託費
5.0％

光熱水費
及び燃料費
10.8％

工事費
13.5

処分経費
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     Ⅶ－１．ごみの減量化・資源化 

 

１. 概   要 

現在、私たちは便利で快適な生活を過ごしていますが、反面、大量消費や使い捨ての生活が普通

になり、物を大切にしない風潮が生じてきました。このような社会背景の中で、日常生活や事業活

動から排出される廃棄物の量が増大してきました。 

この増大する廃棄物に対応するためには、ごみの減量化、資源化への取り組みをより一層、促進

するとともに、ごみの発生を抑制し、資源循環型社会への転換を図ることが必要です。それには、

行政はもちろん、生産者や消費者、市民との相互理解や協働なくして実現できません。 

平成 15（2003）年 2月に策定した明石市一般廃棄物処理基本計画に掲げる基本理念「環境への負

荷が小さく持続可能な循環型のまち・あかし」の実現に向けて、次の施策を柱に取り組んでいます。 

□ 参加と共生のパートナーシップ   □ 家庭系廃棄物の減量 

□ 事業系廃棄物の減量        □ リサイクルプラザの運営 

□ 減量化等の普及啓発 

 

２．参加と共生のパートナーシップ 

  平成 16(2004)年 4 月 1 日、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の改正に伴い、新

たに、ごみ減量推進員制度が施行され、28 小学校区 30 連合自治会から、33 人がごみ減量推進員と

して委嘱（任期：平成 16 年 10 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）を受けました。 

ごみ減量推進員は、市民と行政をつなぐ地域の指導者として、次の活動を行うことが期待されて

います。 

・ 一般廃棄物の減量、再生利用の指導及び推進 

・ 資源物の再生利用の推進 

・ 不法投棄の防止、発見及び市への通報 

・ 地域の清潔の保持 

・ その他一般廃棄物の減量及び資源物の再生利用のための市の施策への協力 

  また、ごみ減量推進員に協力する立場として、ごみ減量推進協力員が市の登録を受けており、全

市で 1,353 人が、各自治会内において指導的役割を担っています。 

 

３． 家庭系廃棄物の減量 

(1) 紙類・布類の収集及び再資源化     

  ① 概   要 

「燃やせるごみ」に含まれていた新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、布類は分別すれば貴

重な資源物となり、ごみの減量化、再資源化等に大きく寄与することから、平成 16(2004)年

11 月より、新たに「紙類・布類」として分別収集を実施しています。収集は、市と契約した 4

業者（古紙直納問屋）が「紙類・布類」を分別収集し、自社の管理するストックヤードに直接
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搬入し、再資源化しています。 

このことから、分別は「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源ごみ」、「紙類・布類」（新

聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・布類）、「粗大ごみ」の 5種 9分別に細分化されました。 
なお、「紙類・布類」分別収集開始当初は、業者の収集漏れや業者が収集した後の排出、燃

やせるごみステーションなど指定以外の場所への排出等が見受けられましたが、徐々にそのよ

うなケースは減ってきています。 

 
  ② 収集及び再資源化実施状況 

    世帯数･･･････････････････････112,160 世帯（平成 18 年 4 月 1日現在） 

    人口･････････････････････････290,674 人 （平成 18 年 4 月 1日現在） 

    平成 17 年度市契約業者（古紙問屋） 

        大本紙料㈱、㈱シンノウ、上野紙料㈱、㈱池田 

    

  ③ 収集方法及び収集回数 
   月１回土曜日に、紙類は品目ごとにひもで十字にしばり、布類はポリ袋に入れてもらい、普

段「燃やせないごみ」「資源ごみ」を出している場所（ステーション）で収集を行います。な

お、雨天時でも通常どおり収集しています。 

 

明石川東地域 毎月 1回目の土曜日 

明石川西地域 毎月 2回目の土曜日 

大久保地域 毎月 3回目の土曜日 

魚住・二見地域 毎月 4回目の土曜日 

 

  ④ 収集実績 

   ア 紙類・布類年度別収集量 

                                      （単位：ｔ） 

 

  

 

 

 月 

年度 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

16 ― ― ― ― ― ― ― 216 395 223 408 323 1,565

17 336 407 297 325 399 325 277 429 399 338 325 365 4,222
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イ 平成 17 年度 紙類・布類地域別及び品目別収集量 

                                      (単位：kg) 

 品目合計 新聞 雑誌 段ボール 紙パック 布類 

明石川東地域 845,867 528,555 186,301 87,584 1,607 41,820 

明石川西地域 1,170,560 733,810 264,000 115,404 2,106 55,240 

大久保地域 1,206,851 774,030 253,200 118,772 1,979 58,870 

魚住・二見地域 999,082 620,290 217,112 97,262 1,738 62,680 

合   計 4,222,360 2,656,685 920,613 419,022 7,430 218,610

   

(2) プラスチック製容器包装の分別収集モデル事業     

  ① 概  要 

  モデル事業として、平成 16(2004)年 11 月より大蔵谷清水自治 

会において、プラスチック類の容器や袋を「プラスチック製容器 

包装」として「燃やせるごみ」から細分化し、分別収集していま 

す。「プラスチック製容器包装」ごみには、右のマークが付いてい 

ます。 

毎週水曜日に、資源ごみステーション（普段、資源ごみ・燃やせないごみを出している集積

場所）に出してもらいますが、燃やせないごみ又は資源ごみの収集日と重なるため、橙色半透

明の指定収集袋を無料配布して色分けし、区分けして置いてもらっています。 

収集した「プラスチック製容器包装」については、宍粟市山崎町のリ・テック㈱山崎工場に

搬入されます。工場において、混入されている不適性ごみが取り除かれた後、圧縮梱包され、

指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会）ルートでプラスチック製品や高炉、コークス炉

の還元剤などにリサイクルされます。 

    将来の全市実施に向けた、事業の継続性と安定性、高コスト抑制等を検討していきます。 

プラスチック製 

容 器 包 装 

具  体  例 

・プラスチック製の飲食料品や日用品のボトル・カップ・パック類 

・プラスチック製の飲食料品や日用品の袋・外側フィルム・ネット 

・食料品のトレイ・発泡スチロール・空気の入ったシート 

  

② プラスチック製容器包装分別収集実績量 

対象世帯数････････････････････････････････････････････ 約 1,700 世帯 

    対象ステーション数･････････････････････････････････････････  43 箇所 

平成 17 年度排出量･･･････････････････････････････････････  27.54 トン 

（平成 16 年度からの累計･････････････････････････････････ 38.54 トン） 
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(3) 集団回収の推進 

① 再生資源集団回収団体研修会 

平成 17(2005)年 8 月 7 日、明石市立産業交流センターにて研修会を実施しました。 

再生資源集団回収優秀団体表彰、㈱池田による講演「集団回収から始まる資源リサイクルの

流れ」等を行い、137 団体 153 名の参加がありました。 

② 再生資源集団回収団体への助成金交付 

 ア 交付基準  紙類、布類、金属類、びん類の回収量 1㎏当たり 5円を助成しています。 

 イ 交付回数  年 2 回（平成 17 年～） 

 ウ 実施経過  平成 3(1991)年度から当初 1 ㎏当たり 3 円で実施しました。平成 10(1998)

年度には、登録団体の回収意欲を向上させるため、現行の額に改正しました。

なお、平成 17(2005)年度からは交付回数を年 2回に改定しています。 

   エ 回収実績  「（表 1）再生資源集団回収実績」のとおりです。 

 オ 登録団体の状況 

15 年度(H15.12 末) 16 年度(H16.12 末) 17 年度(H17.12 末)

団体の種類 
団体数 回収量 団体数 回収量 団体数 回収量 

子 ど も 会 207 5,947 t 201 5,844 t 199 6,450 t

自 治 会 100 1,611 t 105 1,801 t 108 2,137 t

ＰＴＡ他学校関係 18 390 t 54 440 t 63 599 t

高 年 ク ラ ブ 23 399 t 27 493 t 27 619 t

女 性 の 会 8 117 t 8 166 t 7 105 t

ﾏﾝｼｮﾝ管理組合 34 358 t 30 385 t 33 448 t

消費者研究会 1 1 t 1 1 t 1 1 t

そ の 他 25 239 t 21 269 t 19 250 t

計 416 9,062 t 447 9,399 t 457 10,609 t
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（表 1）再生資源集団回収実績 

年 度 12 13 14 15 16 17 

登録団体数 394 400 412 416 447 457 

活動団体数 386 390 407 414 431 449 

全世帯数 107,859 108,606 109,485 110,644 112,098 111,898 

全 人 口 293,228 293,053 292,397 292,078 292,433 291,089 

新聞紙 6,039 6,178 5,794 5,707 5,937 6,855 

雑 誌 1,788 1,893 1,805 1,794 1,812 1,976 

段ﾎﾞｰﾙ 950 900 865 869 929 1,070 

古 

紙 

類 

計 8,777 8,971 8,464 8,370 8,678 9,901 

古   布 439 420 398 380 413 399 

牛乳パック 30 30 28 26 25 28 

可 

燃 

系 

（
ｔ
） 

合  計 9,246 9,421 8,890 8,776 9,116 10,328 

アルミ缶 154 161 175 168 169 169 

スチール缶 25 27 21 19 25 21 

その他の金属 0 0 2 3 1 5 

生きびん 20 13 10 8 8 5 

カレット 105 106 94 80 80 81 
び
ん
類 

計 125 119 104 88 88 86 

不 

燃 

系 

（
ｔ
） 

合  計 304 307 302 286 283 281 

総 計(t) 9,550 9,728 9,192 9,062 9,399 10,609 

助成金円 47,751,220 48,637,510 45,961,435 45,309,500 46,992,855 53,044,630 

売却金円 6,553,125 6,754,835 7,348,304 7,030,633 7,249,495 7,047,344 

回収量㎏ 24,741 24,942 22,585 21,889 21,806 23,628 

助成金円 123,708 124,712 112,927 109,443 109,032 118,139 

売却金円 16,977 17,320 18,054 16,982 16,820 15,696 

１
団
体
平
均 

総収益円 140,685 142,032 130,981 126,425 125,852 133,835 

 注）1．「活動団体数」は、助成金の請求のあった団体を指します。 

   2．「全世帯数」「全人口」は、各翌年１月１日（平成 17 年度であれば平成 18 年 1 月 1 日）現

在の国勢調査要計表人口による推計数値とします。 

   3．「1団体平均」は、各項目を「活動団体数」で除した値です。 
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③ 再生資源集団回収団体への活動用具助成 

ア 交付基準  消耗品（紙ひも、ポリ袋、軍手など 8品目）は、希望する 1品目を年 1回交

付しています。 

        備品（台車、物置など 6品目）は、登録から 2年未満の団体に希望する 1品

目を交付しています。 

イ 実施経過 平成 4(1992)年度から実施しています。 

ウ 交付実績 「（表 2）活動用具の交付実績」のとおりです。 

 

④ 再生資源集団回収業者への協力金交付 

 ア 交付基準  古紙(新聞、雑誌、段ボール)の回収量 1㎏当たり 0～2円を交付しています。 

 イ 交付回数  年 2 回 

ウ 業者登録数 17 業者（平成 18(2006)年 3 月末） 

エ 実施経過  平成 10(1998)年度から古紙市況低迷による、登録団体への逆有償を防ぐた 

め、実施しています。なお、平成 17(2005)年度より交付基準額を 2 円以下

に、交付回数を年 2 回に改定しています。平成 17 年度実績では、Ⅰ期、Ⅱ

期※とも１kg 当たり 1円でした。 

オ 収集実績  平成 17(2005)年実績 回収量 9,901ｔ  

      

⑤ カレットびん・スチール缶回収業者への助成金交付 

 ア 交付基準  カレットびん、スチール缶の回収量 1㎏当たり 0～15 円を交付しています。 

 イ 交付回数  年 2 回 

ウ 業者登録数 3 業者（平成 18(2006)年 3 月末） 

エ 実施経過  平成 5(1993)年度から、市場ルートに乗らない品目の資源化ルートを確保 

         するため実施しています。なお、平成 17(2005)年度より交付基準額を 15 円

以下に、交付回数を年 2 回に改定しています。平成 17 年度実績では、カレ

ットびんはⅠ、Ⅱ期とも 1 ㎏当たり 15 円、スチール缶はⅠ期が 1 ㎏当たり

7円、Ⅱ期が 1㎏当たり 2円でした。 

   オ 収集実績  平成 17(2005)年実績 回収量 102ｔ 

 

※ Ⅰ期・・・1月～6月分  

 Ⅱ期・・・7月～翌 3月分 
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（表 2）平成 17 年度活動用具の交付実績 

～229 世帯（小団体） 230 世帯以上（大団体） 230 世帯以上（校区団体） 合  計 
品 目 

団体 交付数量 団体 交付数量 団体 交付数量 団体 交付数量

①紙ひも 15 90 14 140 2 30 31 260

②防水ｼｰﾄ 28 56 11 33 1 5 40 94

③ﾎﾟﾘ袋（大） 54 6,480 44 7,920 7 1,890 105 16,290

④ﾎﾟﾘ袋（中） 28 5,040 17 4,080 3 960 48 10,080

⑤標識板 5 25 8 80 0 0 13 105

⑥軍手 70 280 43 344 4 48 117 672

⑦ｺﾞﾑ手袋 11 33 12 72 1 9 24 114

⑧回収容器 18 72 4 32 4 48 26 152

①～⑧計 229  153 22  404 

⑨物置 6 6 3 3 7 7 16 16

⑩リヤカー 0 0 1 1 6 6 7 7

⑪手押四輪車 0 0 1 1 3 3 4 4

⑫台車（小） 3 3 1 2 1 2 5 7

⑬台車（大） 4 4 1 2 2 4 7 10

⑭手押一輪車 1 1 0 0 2 4 3 5

⑨～⑭ 計 14  7 21  42 

申請団体数 404 

注) 1．小団体＝回収対象世帯数が 229 世帯以下、大団体＝回収対象世帯数が 230 世帯

以上をいいます｡ 

校区団体＝回収対象世帯数が 230 世帯以上で、小学校区単位より広い範囲で活動

している団体をいいます｡（平成 7 年度設定） 

 2．平成 7 年度から、⑨～⑭の品目の申請を団体登録から 2 年未満の団体のみに限

定しました｡ 

 3．平成 10 年度から、④、⑦の品目を追加しました｡ 

 

(4) 生ごみの減量化、再資源化 

  ① 生ごみ堆肥化容器の購入助成 

   ア 交付基準  コンポスト容器(容量 100ℓ 以上)、ボカシあえ容器(容量 10ℓ 以 

上)について、20,000 円を限度に販売価格の 1/2 を助成していま

す。（ともに、1 世帯 2 基まで） 

   イ 申請手続  購入後申請してもらい、随時受け付けています。 

ウ 実施経過  コンポスト容器は平成 4(1992)年度から、ボカシあえ容器は平成

8(1996)年度から実施しています。 
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 エ 交付実績  

種 別 １５年度 １６年度 １７年度 累 計 

コンポスト容器 ２７基 １６基 ５基 ２，３６６基(H4～)

ボカシあえ容器 １２基 ５基 １基   ６８０基(H8～)

  

② 生ごみ処理機（機械式 0.5 ㎏/日以上）の購入助成 

ア 交付基準  20,000 円を限度に販売価格の 1/2 を助成しています。 

（1 世帯 1 基まで） 

イ 申請手続  購入後申請してもらい、随時受け付けています。 

   ウ 実施経過  平成 12(2000)年度から実施しています。 

   エ 交付実績   

種 別 １５年度 １６年度 １７年度 累 計 

生ごみ処理機 ８５基 １３４基 １１６基 ７２７基 

 

  なお、①②は平成 17 年度から交付要綱を一本化しました。交付要綱については、末尾

Ⅷ.資料「明石市生ごみ処理機及び生ごみ堆肥化容器購入助成金交付要綱」を参照くだ

さい。 

 

 

４．事業系廃棄物の減量 

(1) 大規模事業所の減量計画の提出 

  ① 対象となる事業者   

    下記に該当する建築物の所有者もしくは占有者。計 63 事業所（Ｈ17.4 末現在） 

   ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称「ビル管法」）に規定する  

     特定建築物（延床面積 3,000 ㎡以上） 

   イ 大規模小売店舗立地法（通称「大店立地法」）に規定する大規模小売店舗 

          (延床面積 1,000 ㎡を超える) 

   ウ その他 

  ② 義務 

   ア 減量及び適正処理に関する計画書の提出 

   イ 廃棄物管理責任者の選任と届出  

  ③ 実施時期 

  平成 14(2002)年 6 月施行 

平成 17(2005)年度では、市内 63 事業所から平成 17 年度の計画書の提出を受け

ました。 
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 ④実績値と計画値 

 
廃棄物として 

排出した量 

資源物として

排出した量 
合 計 

資 源

化率 

対 象 事

業所数 

提 出 事

業所数

平成 15年度

実績値 
4,703,806 3,605,105 8,308,911 43% 58 45

平成 16年度

実績値 
7,326,451 4,221,791 11,548,242 37% 61 61

平成 17年度

計画値 
7,479,585 4,367,742 11,847,327 37% 63 63

 

(2) 市庁舎内古紙等回収資源化 

① 平成 2(1990)年度に「庁内における再生紙利用と回収・資源化対策」をまとめ、

事業系ごみ減量化対策の一環として平成 3(1991)年度から始めました。 

    平成 5(1993)年度までは、資源回収業者へ売却していましたが、平成 6(1994)年度

からは、古紙市況の下落により逆有償で引き取らせ、資源化を進めています。なお、

平成 17(2005)年度における新聞雑誌等については、紙類・布類分別収集の市契約業

者が品目別契約単価で回収しています。 

  ② 回収実績 

種  別 １５年度 １６年度 １７年度 Ｈ３からの累計

再 生 紙 ９７ｔ ８９ｔ １０１ｔ ８４１ｔ 

新聞雑誌等 １９ｔ ２３ｔ ２３ｔ ３０９ｔ 

  

５．リサイクルプラザの運営 

(1) 施設見学者の案内 

１５年度 １６年度 １７年度 
区 分 

団体 人数 団体 人数 団体 人数 

学校関係 29 2,558 29 2,698 26 2,517

市民団体 30 548 64 834 57 818

行政視察 7 65 5 14 2 4

計 66 3,171 98 3,546 85 3,339

 

(2) 環境講座等 

区 分 １５年度 １６年度 １７年度 

講座内容 

エコ粘土工作体験 

絵手紙 

エコ粘土工作体験 

牛乳パックで小物作り

紙すき体験 

再生利用家具展示会 

イス作りごみ減量作戦 

夏休み親子リサイクル探検隊

再生利用家具展示会 

参加者 ５０人  ３１８人  ５３３人 
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(3) 不用家具（粗大ごみ）の再利用 

 ① 経年実績 

区 分 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

展示回数 ２回 １回 ３回 ３回 

展示数 ６７点 ３８点 ９０点 １００点 

提供数 ６５点 ３８点 ８９点 １００点 

  

② 平成 17 年度実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

   

(4) 不用品リサイクル情報案内システム 

区 分 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

登録件数    ６９件    ５７件    ７８件   １０４件

検索件数 １，３６８件   ８９８件   ５７１件   ３７３件

情報案内件数    ７１件    ６０件    １０件    １０件

注 1）登録件数は「ゆずります。」 

注 2）検索件数は「ゆずってください。」 

注 3）情報案内件数は「コード表の情報提供件数など」 

 

(5) ホームページの開設と運営 

① 開 始  平成 13(2001)年 10 月 （平成 17(2005)年 4 月リニューアル） 

② 内 容 

    ○ごみの出し方 

    ○ごみの減量・リサイクル 

    ○明石クリーンセンター施設紹介 

    ○統計情報 

    ○資料 

    ○リンク 

③ ホームページアドレス 

  http://www.city.akashi.hyogo.jp/kankyou/gomitai_ka/gomi/index.html 

開催日時 開催行事名 展示数 参加人数 

平成 17 年 

5 月 29 日 

再生利用家具展示会 

（リサイクル図書配布コーナー） 
３０点 ５００人 

平成 17 年 

9 月 25 日 

リサイクルのすすめ 

（リサイクル図書配布コーナー、

フリーマーケットも同時開催） 

３０点 １，５００人

平成 18 年 

2 月 26 日 

あかし環境フェア 

※「６．減量化等の普及啓発」を参照
４０点 １，０００人
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６．減量化等の普及啓発 

(1)「あかし環境フェア」の開催  

① 目 的  環境への関心を高め、ごみの減量やリサイクルの意識を高めるため、

市民が楽しみながら参加できる啓発イベントとして実施しています。 

  ② 開 催 

年度 開催場所 年度 開催場所 

10 （雨天中止） 14 市立産業交流センター 

11 石ケ谷公園広場 15 明石クリーンセンター 

12 市立産業交流センター 16 市立産業交流センター 

13 （中止） 17 市立産業交流センター 

   

③ 内 容  「フリーマーケット」「再生利用家具展示」「リサイクル図書コーナー」

「エコ事業所コーナー」「紙すき体験コーナー」「環境パネルコーナー」

などです。 
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(2) ごみ減量化、再資源化推進宣言の店「スリム・リサイクル宣言店」 

 ① 目 的 空き缶、牛乳パック、トレイ等の資源物の回収促進、買い物袋持参運動、

再生品の使用、ごみ減量、再資源化に取り組んでいる店舗、事業所を「ご

み減量化、再資源化推進宣言の店（愛称：スリム・リサイクル宣言の店）

として募集、指定しています。 

② 指定店舗数 30 店 

③ 回収実績  平成 17(2005)年度合計 581,913 ㎏      (単位：㎏) 

品 目 数 量 品 目 数 量 

アルミ缶 15,472 クリーニングハンガー 5,486

スチール缶 6,663 ボタン・ニカド電池 15

牛乳パック 35,991 卵パック 183

ペットボトル 32,289 段ボール 460,060

トレイ 23,399 その他（びん等） 2,355

 

(3) 啓発パンフレット等の作成  

目  的 冊 子 名 配 付 先 

一般啓発用 明石市リサイクルガイドブック 市内公共施設、講習会等

事業所啓発用 事業所ごみ減量マニュアル 市内事業所 

小学生学習副読本 みんなで考えようごみの問題 
市内小学校、公共施設等

に配付 

 

(4) 環境情報誌「ぷらざ通信」の発行 

① 発行回数  年 1 回発行 

② 発行部数  約 3,000 部 

③ 配付場所  コミセン等、市内公共施設等 約 100 箇所 

 

(5) 環境ビデオ・ライブラリー 

 ごみ処理やごみ減量・資源リサイクルを中心とした環境問題についての知識と理

解を深めてもらうため、学習ビデオ・関連図書の無料貸し出しを行っています。 
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明 石 市 の ご み の 流 れ 
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選別機 破砕機 焼却 

残 さ 破砕鉄 
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灰 

燃やせるごみ 

台所ごみ 

皮革製品 

プラスチック製品 

ゴム製品 

燃やせないごみ 

陶器・ガラス類 

金属類 

小型家電製品 

 

粗大ごみ 

家具類 

寝具類 

大型家庭用品 
(※家電4品目・パソコ

ンは除く) 

資源ごみ 

空き缶 

空きびん 

ペットボトル 

燃やせるごみ 

新 聞 

雑 誌 

ダンボール

びん･缶等 
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※平成 13 年 4月 1 日より、「エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機」は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の施

行に伴い、収集対象外となりました｡平成 15 年 10 月 1 日よりパソコンリサイクル制度施行に伴いパソコンは収集対象外となりました。

紙類・布類 
新聞紙 
雑誌 
段ボール 
紙パック 
布類 

再生利用

家具工房 古紙直納 

問屋 

再 生 業 者
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２．収集及び運搬 

(1) 概   要 

一般家庭から排出される生活ごみに対処するため、本市では下図のとおり市域をほぼ東西に分

け、東部地域は委託 3業者で西部地域は直営で、それぞれ分担して収集しています。 

具体的には、作業長 7 名、自動車運転手 62 名、作業員 13 名が西部地域の燃やせるごみ・燃や

せないごみ・資源ごみの収集を行うほか、市内全域の粗大ごみの収集、不法投棄ごみ等の収集業

務に従事しています。 

なお、平成 16(2004)年 4 月より屋外一斉清掃に伴う土砂収集、犬ねこ等の小動物死体収集業務

は業者委託しています。 

さらに、平成 16(2004)年 11 月からは、燃やせるごみから「紙類･布類」を分別し、収集業務に

ついては、業者委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

直営区域 

委託区域 
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 (2) 収集実施状況 

   世帯数･･･････････････････････112,160 世帯（平成 18 年 4 月 1日現在） 

   人 口･･･････････････････････290,674 人 （平成 18 年 4 月 1日現在） 

  ① 直営収集区域 

        町                    名        

 
貴崎１～５丁目、松江(一部)、川崎町、西明石南町１～３丁目、西明石西町１～２丁
目、別所町、東藤江１～２丁目、藤が丘１～２丁目、藤江(一部) 
 
大久保町松陰新田、大久保町森田(一部)、大久保町松陰(一部)、大久保町大久保町(一
部)、大久保町大窪、大久保町山手台１～４丁目、大久保町高丘１～７丁目、大久保町
西脇、大久保町緑が丘、大久保町谷八木、大久保町八木、大久保町福田、大久保町福
田１～３丁目、大久保町江井島、大久保町西島、大久保町ゆりのき通１～３丁目、大
久保町わかば 
 
魚住町金ケ崎、魚住町長坂寺、魚住町錦が丘１～４丁目、魚住町鴨池、魚住町清水、
魚住町中尾、魚住町住吉１～４丁目、魚住町西岡 
 
二見町福里、二見町東二見、二見町西二見 
 

 

  ② 委託収集区域 

（ 阪神連合清掃㈱ ） 

        町                    名        

 
松が丘１～５丁目、大蔵谷字狩口、荷山町、太寺大野町、太寺天王町、太寺１～４丁
目、東人丸町（一部）、人丸町、山下町、上ノ丸１～３丁目、明石公園、大蔵八幡町、
大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵天神町、天文町１～２丁目、相生町１～２丁目、
中崎１～２丁目、鍛冶屋町、桜町、東仲ノ町、大明石町１～２丁目、本町１～２丁目
材木町、樽屋町、日富美町、大観町、港町、岬町、 
 

（ ㈲毎日清掃 ） 

        町                    名        

 
松が丘北町、大蔵谷字東山、大蔵谷字清水、大蔵谷字奥、大蔵谷字東山西山、大蔵谷
奥、東山町、朝霧北町、朝霧台、朝霧山手町、朝霧町１～３丁目、北朝霧丘１～２丁
目、東朝霧丘、中朝霧丘、西朝霧丘、東野町、東人丸町（一部）、鷹匠町、茶園場町、
新明町、南貴崎町、林崎町１～３丁目、林１～３丁目、松江（一部）、和坂１～３丁目、
西明石町１～５丁目、野々上１～３丁目、鳥羽（一部）、旭が丘           
 

（ ㈲東播清掃 ） 

        町                    名        

 
西新町１～３丁目、北王子町、王子１～２丁目、南王子町、大道町１～２丁目、硯町
１～３丁目、田町１～２丁目、船上町、和坂稲荷町、宮の上、立石１～２丁目、和坂、
花園町、松の内１～２丁目、小久保１～２丁目、西明石北町１～３丁目、鳥羽（一部）、
明南町１～３丁目、沢野１～２丁目、小久保、藤江（一部）、大久保町森田（一部） 
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(3) 収集方法及び収集回数 

家庭から排出されるごみは、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源ごみ」「紙類・布類」に

分け、それぞれ別々に決められた収集曜日に、決められた場所（ステーション）で収集を行って

います。また「粗大ごみ」については、平成 16 年 11 月から戸別有料収集となっています。 

 

収集の区分 ご み の 種 類 回 数 ｽﾃｰｼｮﾝ数 

燃 や せ る ご み 

・台所ごみ 

・プラスチック製品 

・皮革製品 

・ゴム製品 

週 ２ 回 約３,５６０

燃やせないごみ 

・陶器・ガラス類 

・金属類 

・小型家電製品 

・その他(筒型乾電池、体温計など) 

月 ２ 回 約２,４００

資 源 ご み ・空き缶、空きびん、ペットボトル 月２～３回 約２,４００

紙 類 ・ 布 類 

・新聞紙 

・雑誌 

・段ボール 

・紙パック 

・布類 

月 １ 回 約２,４００

粗 大 ご み 

・家具、建具類 

・布団類、スプリング入りマットレス 

・自転車 

・大型家庭用品 

〔※ エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫

を含む）、洗濯機、パソコンは除く〕 

戸別有料収集 － 

 
 
 

※ 平成 13 年 4月 1 日より、「エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機」は、家電リサイクル法(特定家庭用

機器再商品化法)の施行に伴い、収集対象外となりました｡平成 15 年 10 月 1日よりパソコンリサイクル制度施行に伴い

パソコンは収集対象外となりました。 


